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福祉文教委員会会議録 

 

令和３年１１月１２日（金） 

（開 会）  １０：００ 

（閉 会）  １５：４１ 

【 案 件 】 

１．児童虐待防止に向けた取り組みについて 

２．ＩＣＴ教育について 

【 報告事項 】 

１．飯塚市自宅待機買物困難世帯支援事業の支援対象者の拡充について   【生活支援課】 

                                           

○委員長 

ただいまから福祉文教委員会を開会いたします。 

「児童虐待防止に向けた取り組みについて」を議題といたします。提出資料について、執行

部の説明を求めます。 

○子育て支援課長 

子育て支援課では、前回の委員会において請求のあった資料を提出しております。まず、

「資料１ 令和２年度飯塚市子どもの虐待防止対策年次行動計画の実施状況について」をごら

んください。８月の福祉文教委員会において、飯塚市子どもの虐待防止対策年次行動計画の令

和３年度版を提出させていただきましたが、その際、この計画に沿って、どのような結果が得

られたのか詳細を報告してほしいということでございましたので、今回は令和２年度の実施状

況について、関係部署に確認し、まとめたものでございます。内容の説明につきましては省略

させていただきますが、福祉文教委員会に含まれない部署の報告も含まれておりますのでご配

慮いただきますようお願いいたします。 

なお、前回の委員会におきまして、令和２年度と３年度の変更点として、ＤＶ等被害者に

対する支援が追加されたとご説明いたしましたが、この支援につきましては、令和２年度の要

保護児童連絡協議会の代表者会議の中で協議をし、令和２年度中に追加したものでございまし

たので訂正をさせていただきます。 

次の資料２につきましては、現在、家庭児童相談室で継続して支援をしている世帯と子ど

もの数でございます。前回の委員会で、児童虐待相談内訳として報告した支援世帯につきまし

ては、要対協の要保護児童としてケース登録されたものを計上しておりました。今回は、その

登録ケースに合わせて、要対協で要支援児童としてかかわっている世帯と子どもの数、特定妊

婦の数、養育支援を行っているケースの件数を計上しております。 

要保護児童の件数につきましては、令和２年度末の５１件から、令和３年９月末時点で

９２件と大きく増加しております。これは、令和２年度までは児童相談所のみがかかわってお

り、要対協の登録ケースではあるものの家庭児童相談室では直接かかわりを持っていない世帯

につきましては、市でデータ管理をしておりませんでしたので、市が報告する際の支援世帯の

件数に含まれておりませんでした。そのため、本市の児童で支援を必要としている子どもの数

としては、児童相談所のケースも含めるべきという協議を児童相談所と行い、家庭児童相談員

が主にかかわっていないケースにつきましても、要対協の登録ケースとして児童相談所から情

報を得て、市でもデータ管理を始めたことにより件数が大幅にふえたものでございます。この

ほか、家庭児童相談室では、警察や児童相談所、学校から情報提供を受け、情報の共有を行っ

ているものが、今年の４月１日から９月３０日までに２２３件ございました。情報の提供を受

けたものについて、継続して支援が必要と判断した場合は、要保護児童、要支援児童として支

援を行う流れとなっております。また、「子どもなんでも相談」が９月３０日までに３１件、
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母子父子の相談が４９件あり、家庭児童相談室で対応しております。 

下段につきましては、現在、要保護児童として支援している世帯が、いつから支援を開始

したのか、開始時期別による件数を示したものでございます。性的虐待につきましては、前回

の委員会で、令和２年度はゼロ件と報告しておりましたが、令和３年３月３１日以前に登録さ

れたケースが２件となっておりますのは、先ほど申し上げましたように、児童相談所のみの支

援ケースであり、本市の家庭児童相談室ではかかわっていなかった世帯でございます。 

次に、資料３でございますが、前回の委員会で、身体的虐待、性的虐待、ネグレクト、心

理的虐待の具体的な内容はどうなっているのかというご質問があっておりましたので、９月

３０日現在の要対協登録世帯を対象に、具体例をまとめたものでございます。この件数の累計

につきましては、例えば、身体的虐待と心理的虐待が一つの世帯で行われていた場合は、それ

ぞれに計上しておりますので、支援家庭の総数とは異なっております。身体的虐待につきまし

ては、たたくという行為が多く、ネグレクトにつきましては、不衛生や親の監護不足が多いこ

とが見て取れます。心理的虐待につきましては、全国的に増加傾向にあると言われております

が、これは家庭内において、児童の前で配偶者間や内縁関係の間で起こる暴力、いわゆる面前

ＤＶについて、警察からの通告が増加したことが要因と言われております。本市においても、

面前ＤＶによるものが半数近くを占めております。 

最後に、前回の委員会で、新型コロナウイルス感染症の影響についてお尋ねがございまし

たが、厚生労働省が令和２年度の全国の児童相談所で受けた児童虐待相談対応件数の速報値を

公表しており、その際、新型コロナウイルス感染症の影響については、明確な因果関係はわか

らないが、引き続き注視していくという見解を示しており、本市におきましても、感染回避を

理由に訪問を断られるケースがあるなど、虐待が潜在化しないよう、注意深く情報収集を行っ

ていかなければならないと考えているところでございます。以上で、前回の委員会において請

求のあった資料についての説明を終わります。 

○学校教育課長 

学校教育における児童虐待防止に向けた取り組みについての資料を提出しております。説明

をさせていただきます。今回は、「１．各学校における児童虐待の早期発見・早期対応につい

て」、「２．研修について」、「３．啓発について」、以上の３点の資料を提出させていただ

いております。 

それでは、資料１ページをお願いいたします。まず、各学校における児童虐待の早期発見・

早期対応についてですが、各学校における取り組みについて、７項目を実施しております。ま

ず、１．保護者との信頼関係の構築、２．教職員のための虐待ガイドラインを活用しての虐待

防止研修の実施、３．児童生徒自身の虐待に関する理解促進としまして、虐待の定義や虐待を

受けたときの対応を、市教委が作成しましたリーフレットをもとに説明と配布をさせていただ

いております。４．虐待の早期発見努力義務の周知としまして、児童生徒の様子を十分に観察

し、虐待の早期発見に努めています。５．管理職への報告・連絡・相談体制の徹底としまして、

児童生徒の観察から虐待の疑いがある場合には、管理職への報告・連絡・相談をすることを徹

底しております。６．通告義務の周知について、法的根拠からの虐待、通告義務があることか

ら、関係機関への通告の義務について周知徹底を行っております。７．相談体制の整備としま

して、さまざまな関係機関が協力しまして、児童生徒の悩みや不安を容易に相談できる相談体

制の整備として、整備について行っております。以上の取り組みを年度当初から行い、必要に

応じて随時確認をとっているところでございます。 

次に、資料の２ページをお願いします。児童虐待を正しく理解するために、さまざまな研修

会を行っております。１．管理職対象の研修会の実施、講師を毎年招聘しまして、研修会を実

施しております。２．生徒指導担当者・生徒指導主事対象の研修会の実施です。令和２年度、

３年度は、コロナ禍のため、小・中学校分かれて研修会を実施しております。３．教職員のた
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めの虐待対応のガイドラインの活用、定例校長会議で、飯塚市教育委員会が作成しました教職

員のための虐待対応ガイドラインに基づいた内容説明と、教職員への周知徹底を行っておりま

す。４．児童クラブ支援員を対象としました研修会、児童クラブの全支援員を対象としまして、

研修会を実施しております。以上、４つの研修を行い、各学校、児童生徒の虐待防止に向けて

の取り組みを進めております。 

次に、３ページをお願いします。飯塚市教育委員会が作成しております児童生徒用、保護者

用の啓発リーフレットの配付を行っております。また、子どもに配付する際は、説明時間を確

保しまして、児童虐待の定義をしっかり把握できるよう、もし虐待と感じたならば、すぐに関

係機関に連絡することができるよう伝えて配付をしております。簡単でございますが、以上で

説明を終わらせていただきます。 

○委員長 

 説明が終わりましたので、ただいまの説明に対する質疑を含め、全般についての質疑を許し

ます。質疑はありませんか。 

○江口委員 

資料提供ありがとうございました。今の提出資料並びにそのほかに関して、ちょっと資料要

求をさせてください。まず、教育委員会関係に関してなのですが、今、研修をされたというお

話がございました。その研修で使った資料、そしてあわせて保護者と児童生徒向けにチラシ、

リーフレットを配付したというお話でしたので、それについてもご提出いただけますか。あと

あわせて、不登校の児童生徒数の推移、それと昨年度でも結構なので、この児童虐待にかかわ

って、スクールカウンセラー並びにスクールソーシャルワーカーが動いた状況に関して、何ら

かの資料をいただければと思っております。 

あと、子育て支援課のほうに関しては、２月の死亡事件に関して県の報告書が出ていたかと

思っています。検証報告書が出ていたと思います。その検証報告書、それと先ほどの資料にも

一部あったんですけれど、虐待に関する子ども・家庭に対する支援の状況、それについて、何

らかのもう少し詳しい資料がございましたらご提出ください。あとあわせて、待機児童の状況、

それと各保育所等での虐待防止の体制等に関して、何らかの資料がございましたら提出をお願

いしたいと思います。委員長、お取り計らいのほど、よろしくお願いします。 

○委員長 

 執行部にお尋ねいたします。ただいま江口委員から要求があっております資料は提出できま

すでしょうか。 

○子育て支援課長 

 提出させていただきます。 

○学校教育課長 

 はい、提出させていただきます。 

○委員長 

 お諮りいたします。ただいま江口委員から要求がありました資料については、要求すること

にご異議ありませんか。 

（ 異議なし ） 

ご異議なしと認めます。よって執行部に資料の提出を求めます。 

暫時休憩いたします。 

休 憩 １０：１２ 

再 開 １０：２０ 

委員会を再開いたします。 

資料の準備ができたようです。サイドブックに掲載をしていますので、ごらんください。ほ

かに質疑はありませんか。 
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○田中博委員 

 学校教育課が出されています各学校における児童虐待の早期発見対応について、ここで１番

のところで、「保護者との信頼関係の構築」というところがありますけれど、学級担任等と保

護者が信頼関係ができてない場合は、どんな対応をされているのか、具体的に教えてもらいた

いのが一つと、７番目の相談体制の整備で「学級担任、養護教諭、スクールカウンセラー等が

協力して、児童生徒が悩みや不安を容易に相談できる体制を整備している。」、具体的にどう

いう整備をされているのか、その２点を教えてください。 

○学校教育課長 

まず１番の保護者との信頼関係ですが、まず担任と保護者、やはり電話だけではなくて家庭

訪問をしながら、顔と顔を合わせながら説明することを学校長は勧めております。できていな

い場合となりますと、また学年主任、また生徒指導の担当の教諭、教頭、校長の管理職等の説

明を促しながら誤解を解くように努めてまいっております。 

また、７番の相談の具体的対応としましては、養護教諭やスクールカウンセラーの通信等も

出しておりますし、いつでも声かけできますよう校内を巡回したり、また気になる生徒に対し

ては、学校のほうから、担任を中心に声かけをして、学年全体を通して、子どもたちに接する

よう、実際のところ行っております。 

○田中博委員 

今の最初の１番の保護者と信頼関係の構築で、学年主任とか教頭校長、その他が間に入って

理解を得るような形をされた、それをずっとその校長、教頭なりが後を継いで、保護者の方と

やられるのか。結局は担任の先生と保護者がうまくいかない場合は、もう結局、話が進んでい

かないという現状ですので、どうでしょう。 

それと、言うように７番目もそうですけれども、そういった体制を考えていますけれど、そ

れが本当に児童が悩みや不安を持ったときに、そういう形で話をしますかね。そんな現状は多

分、学校学校で違うことがたくさん起こっていると思っているんですけれど、それを全部、学

校教育課が情報を吸い上げて、それに応じた対応をしているのかというところもちょっと不安

なところがございますので、もう少し具体的に教えていただけませんか。 

○学校教育課長 

 まず、信頼関係づくりですが、これは事件、何か物事が起きたときだけの対応をやっていた

ら、やっぱり保護者も不信感を買うと思うんですよね。その内容に日ごろから学校側は保護者

に寄り添いながら、一対一で家庭訪問しながら、誤解があればそれを解くように、まず担任が

頑張らなくてはいけない。そうでない場合は、学年主任、管理職という形にならざるを得ない

という形であります。さまざまな事案につきまして、教育委員会のほうにも連絡があったり、

保護者からも連絡事案が上がってきますので、ケースによっては、私どもが間に入ると言いま

すか、一緒にお話を聞きながら課題を解決していく対応を行っております。あと、相談体制に

つきましては、毎月アンケートを実施しております。その内容も確認をしながら対応していく。

学校の教員は多忙と言われますが、子どもの命が懸かっておりますので、そのあたり、この件

につきましては、手を抜くことなくと言いますか、休むことなく対応をやっているところでご

ざいます。 

○田中博委員 

 今、学校教育課長が言われたお答えの中ですけれども、基本的にちょっと私の聞き方があれ

ですけれども、保護者の方が担任の先生ではなくて学校側にもう不信を持っていると。要する

に、もう担任の先生だろうが教頭だろうが校長だろうが、学校の体制に、対応に不満を持って

いる、そういった事例も多分、僕はあると思いますし、聞いていますので、そうなるとなかな

か進んでいかないというのが現状でございます。学校の担任の先生を、まず学校側がきちっと

把握して、教頭なり校長なり学年主任あたりが、ちゃんと学校側の担任を含めた中で、きちっ
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とスクラムを組んでやらないと、なかなか対応できない。結局、担任の先生がもう振り回され

て、ほかのクラスの子もいる、問題がある子も見なくてはいけない、全部１人でやれと、まず

担任がやれということを言われますので、それでかなり担任の先生方も悩んで、それでバック

アップする横の先生なり、上の先生方と一緒に組んではいますけれど、全然孤立した状態。こ

んな状況があるとするならば、今言われたことが全く進んでいかない状況になると思いますの

で、もう少し各学校の状況を調べてください。本当に教頭、校長、学年主任がもうちゃんと把

握しているのか、ちゃんと担任の先生方、各クラス横の先生方が連携できているのか。まずそ

こをきちっと整えていかないと、保護者に対して、子どもに対してというのは、なかなか本当

の声や姿が見えてこない。そして結局、いい先生ほど自分で追い込んで、病んでいってしまう

という形が多いのではないかと思いますので、そこのところ再度、各小中学校体制を、現状、

教育委員会が把握してください。ちゃんと本当の声がわかるような、そういうシステムをつく

っていただかないと、本当に学校現場が大変だと思いますので、よろしくお願いします。 

○委員長 

 ほかに質疑はありませんか。 

○川上委員 

 日本共産党の川上直喜です。子育て支援課のほうから学校教育課という順序で報告がありま

したけれど、今の質問にもかかわりますので、教育委員会学校教育課からの報告にかかわって、

お尋ねしたいと思います。最初に教室の児童生徒の人数が、今どのくらいになっているのか、

お尋ねしたいと思うんですね。最低はどれぐらい、多いところでどれぐらいというのは、ちょ

っとわかりますか。 

○学校教育課長 

 小学校に関しましては、現在１・２年生が３０人学級としていますし、今後、令和７年度ま

でに関して、３５人学級になっていくようになっております。現在のところ、学級で少ないと

ころは、小さな学校では１名のところから始まっておりますし、多いところでは、やはり

４０名のクラスもございます。大体、小学校で言いますと、３０名程度が平均とされておりま

す。 

○川上委員 

 この間、ある高校のＯＢ総会で、片峯市長が本市の子どもの学力が向上して大変喜んでいる

というような趣旨の内容を含む挨拶をしていましたよ。その力がどこにあったのか、そうであ

ればですよ。というと、教師と子どもたちの間が密接であるということが大きい要因ではない

かと私は思うんですけれど、子どもは学力だけで育っているわけではありませんので、心と体

をきちんと守っていく、成長を促していくという役割が学校にもあると思うんだけれど、その

中で、この虐待というのがどういうふうに位置づけられるかということなんですけれど、学校

で虐待の状況を発見したというのは、実績としてはどのぐらいあるのでしょうか。 

○学校教育課長 

 学校から虐待として上がっている件数は、令和２年度に関しまして３１件ございます。 

○川上委員 

 それは、現在も継続した案件として対応している数ですか。 

○学校教育課長 

 報告した数が３０件ありまして、まだ継続している件数、続いている件数もございます。 

○川上委員 

 それが何件かわかりますか。 

○学校教育課長 

 すみませんが、まだ確認はできておりません。 

○川上委員 
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 先ほど田中委員の質問とのかかわりになるかもしれませんけれども、起こったという報告は

来る。それにどう対応していくかというのは、教育委員会としては把握できる状況に今ないと

いうことなんですかね。 

○学校教育課長 

 大変申しわけありませんが、この場には、その資料を持ち合わせておりませんので、また戻

りましたら、後で報告させていただきます。 

○川上委員 

 虐待問題について調査する福祉文教委員会なんですけれど、報告件数は３０件とぴたっとわ

かるけれど、今、継続して対応している件数についてはわからない、この今の委員会では。帰

ればわかると。報告は重視するけれど、生きて、今、困っている状況について把握はしていな

いという答弁になるのだけれど、そういうことですか。 

○委員長 

 暫時休憩いたします。 

休 憩 １０：３３ 

再 開 １０：３５ 

 委員会を再開いたします。 

○学校教育課長 

 現在、数字等はわかっておりませんが、この案件に関しましては、子育て支援課のほうにも

連絡しておりますので、今からちょっと人数を確認して、また後で報告をさせていただきたい

と思います。 

○川上委員 

 今、私たちが質問をし、そして答弁がある中で何が明らかになったかということは、事象を

確認して早期発見して、報告はいいですよ。それから継続的にその児童を支援したり、虐待を

しているかもしれない保護者をサポートするということに、教育委員会としては、この重要な

テーマを調査する委員会に報告できない状態にあるという、これが今、飯塚市の学校の現場で

の虐待早期発見ということで到達している出来事だということなんです。それで、もう少しお

聞きしますけれど、現場の教師が果たす役割は大変大きいということですよね。発見した教師

が報告する。報告したら解決するわけではないでしょう。苦しみ始めるわけではないですか。

そのときに、教頭とか校長というお話が先ほどありましたけれど、それも大事ですよね。若い

とは限りませんけれど、校長や教頭と比べれば若い教師たちが、そういう事例が目の前にあっ

て、どういうふうに自分たちが頑張ったらいいのかという悩みもあるでしょうし、苦しみもあ

ると思います。それが打開できたときの喜びもあると思うけれど、それは、集団はどういうふ

うに保障されているのか、わかりますか。 

○学校教育課長 

 虐待等がありましたら、管理職を含めまして虐待ガイドラインに沿った対応をさせていただ

いております。関係機関に連絡をすること、また先生方の精神的なケアにつきましても、カウ

ンセラー等もいますし、学校全体で取り組んでいくということを研修会を通じて、常日ごろか

ら話し合いを進めておりますので、１人の先生が抱え込まなくていいように、常日ごろから先

生たちを見守るのも管理職の仕事だと思っていますので、先生が独りになることのないように

努力をしております。 

○川上委員 

 コロナのもとで、人が集まって希望を語り合ったり、悩みを出して打開策を講じるような、

そういう機会というのはなかなか難しくなっている現状が、この間あったと思うんだけど、だ

からそういう意味では、特別な何か工夫というのが、教師集団の現場の中から打開していく力

を造成するような工夫がいるのではないかというふうに思っております。その中で、啓発とい
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うのがありましたね。親ないし先生たちは研修とかありましたけれど、子どもたちに、自分は

悪いことをしたんだから、親からこういう目に遭わせられても仕方がないと思わせてしまうの

は虐待ですよね。これが一番ということはないと思うけれど、大変手強い。子どもが悪いこと

したから自分はこういうことをするんだと。言う親も大変だけれど、それが当たり前だと思っ

てしまう子ども、思わされてしまう子どものところが大変だと思うんだけど、その子どもたち

に、自分たちはこの世に生きる権利があるし、このように扱われるべきではないと思う力を造

成するのが大事ではないかと思うのだけれど、そうしたことについては、先ほどに報告にあっ

た項目の中では、どこに入っていくのでしょうか。 

○学校教育課長 

 先ほどの説明で申しますと、研修会を通して、子どもに寄り添うことは指導してきておりま

す。また、３枚目に配付いたしました啓発で、リーフレットを配付しています。単にリーフレ

ットを配付するだけではなくて、それに基づいて、命の大切さ、自分の命を守ることが人の、

友達の命を守ることであるということを道徳の授業、または特別活動の事業を通しながら、常

日ごろから話をしていくことを進めております。なかなか家庭であっている虐待、先ほど委員

が言われました、虐待に関しては見つけることがなかなか難しいですが、子どもの変容、服装、

食事の仕方、そういうものを教員が見ながら、異変に気づくように、日ごろから指導と言いま

すか、お話をさせていただいております。 

○川上委員 

 私は、議会が学校の現場での教育内容について発言する場合は、非常に自制的でなければな

らない、慎重でなければならないと思っています。教育の中立性を侵してはならないという立

場なんだけれど、それを述べた上で、こういうものが虐待に当たりますよというのが大事です。

それは、自分に当たるんだなとか思うことがあると、そういえば嫌だと思っていましたとかあ

るかもしれませんけれど。もっと前向きな点で言えば、子どもの権利条約で言うような内容そ

のものを虐待の問題と含めて、太く子どもに身につけてもらう、身につけさせるということは

非常に重要ではないかなというふうに私は思っています。人として尊ばれるべきであるという、

そういうことが大事ではないかと思うんだけれど、その辺について、教育長、何か見解があり

ますか。 

○学校教育課長 

 委員がおっしゃいました子どもの権利条約の中にも、第３条、１９条、３０条、３４条に、

子どもの権利に関することが述べられておりますし、教育基本法の改正が行われまして、第

３条にも生涯学習の理念、子どもが学び続けることが書いております。そのようなものを含め

て、大人が、学校が、人権教育を今後とも進めていきながら、子どもたちに命の大切さ、かか

わりを教えていきたいと思います。 

○川上委員 

 今の子どもの権利条約の内容について、教育の機会をつくりたいという、そういうことです

かね。 

○学校教育課長 

 それはもう学校教育法の中にありますが、子どもの最善の利益が得られるよう配慮していく、

それが子どもの権利条約の中身になると思います。 

○川上委員 

 だからそれを、子どもが身につけるということが大事ではないかというふうに思うわけです

よ。カリキュラムについて、私がこの場でものを言うことは適当ではないと思いますけれども、

そういうことが、当事者になった子どもに、そのことをこういうことだよというふうに励ます、

激励的に言う、個別的に言うことはあると思うけれども、学校全体で日本の子どもたちがみん

な、この内容について適切に理解して身につけるというようなことが、学校と社会全体の中で、
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また、大人の世界の中で身につけるというのは大事だと思うので、適切に学校の教育現場の中

でも位置づけるようにしてもいいのではないかというふうにちょっと思っています。それから、

３５人学級、少人数学級へ足を踏み出すということが、何十年間の国民的な努力の中で足を踏

み出す方向になっていますけれど、現状で多いところで４０人という現実がある中で、学力、

心、体力、この中で、さまざまな教育課題があると思うけれど、４０人も先生が抱えていて、

担任をしていて、ここで指摘されるような、提示されるような仕事というのが、教員としての

仕事がもともとやれるのかというのがあると思うんですよ。いやそれでも子どもの命にかかわ

ることは猶予がならないから頑張るんだという答弁がありましたけれど、おのずと限界という

のがあるのではないかと。努力に努力を重ねても、この指の中から落ちていく子どもたちの人

生というのは責任を負えないではないですか。そういった点で言うと、少人数学級というのを、

やっぱり早いテンポでやっていくことは、この虐待対策との関係でも重要ではないかと思うん

だけれど、何かそことの関係で、教育委員会で検討していることがありますか。 

○学校教育課長 

 小学校に関しましては、本年度から少しずつですが、来年度、具体的に始まっていきますが、

教科担任制というものを、まずは高学年から入れることによって、１つの教室をさまざまな先

生方が見て対応していくというものを進めていっています。また、人材育成事業としまして、

各学校の先生方、先輩の先生方が、後輩の教師に対して、いろいろアドバイスすることを本年

度から具体的に開始いたしました。いろんな先生が、いろんな先生とかかわりを持つようにし

て学校を進めていく、子どもたちを見守っていくという対応を現在やっております。また、指

導工夫改善教員もいますので、そういう経験のある先生が、さまざまな先生方の様子を伺える

ように対応していっております。 

○川上委員 

 今、課長のお話は、さっきの教師、現場の教師集団、支え合ったり、激励し合ったりという

ことのかかわりのお話かと思うんですよ。それは大事だと思うけれど、やっぱり少人数である

ことは、子どもたちの全人格的な全面的な成長にとって、その中で、この虐待対策という点で

も非常に重要だと思うので、きょう、公務で来ていませんけれど、市長に教育長のほうでよく

相談して、やっぱり少人数化を全国一の速いテンポで推進していくというようにしていただき

たいなと要望しておきたいと思います。 

それから次に、子育て支援課のほうから報告あったことに関連しての質問に移りたいと思い

ます。最初に、出された資料の中で要保護児童、要支援児童、特定妊婦、そういう言葉があり

ますけれど、これは児童福祉法の定義における定義と同一の意味で使っているのですか。 

○子育て支援課長 

厚生労働省のホームページのほうに、要保護児童、要支援児童、特定妊婦についての説明書

きがございます。その中では、「要保護児童とは、保護者のない児童又は保護者に監護させる

ことが不適当であると認められる児童のことをいう。具体的には、保護者の家出、死亡、離婚、

入院、服役などの事業にある子どもや、虐待を受けている子ども、家庭環境などに起因して非

行や情緒障害を有する子どもなどがこれに含まれる。」、「要支援児童とは、保護者の養育を

支援することが特に必要と認められる児童であって要保護児童にあたらない児童のことをいう。

具体的には、育児不安を有する親の下で監護されている子どもや、養育に関する知識が不十分

なため不適切な養育環境に置かれている子どもなどがこれに含まれる。」、「特定妊婦とは、

出産後の子どもの養育について出産前において支援を行うことが特に必要と認められる妊婦の

ことをいう。妊娠中から家庭環境におけるハイリスク要因を特定できる妊婦であり、具体的に

は、不安定な就労等収入基盤が安定しないことや家族構成が複雑、親の知的・精神的障害など

で育児困難が予測される場合などがある。このような家庭は、妊娠届が提出されていなかった

り、妊婦健診が未受診の場合もある。」、このように定義をされております。 
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○川上委員 

 その中で、この要保護児童というもののほかに要支援児童という子たちがおるわけですよね。

今、市がここで使っている要保護児童、要支援児童というのが、国のというか、法のそれと同

じであるということがわかりましたけれど、そうすると、この要保護児童の状況というのは、

かなり深刻な状況ということがわかりますよね。どうですかね。 

○子育て支援課長 

 要保護児童につきましては、虐待を実際に受けている子どもたち等を指しますので、必ず支

援が必要な、質問委員おっしゃるような、重要なケアが必要な子どもたちだと考えております。 

○川上委員 

 そういう非常に重大な案件の中にある子たちなのだけれど、資料で要保護児童の支援開始時

期とかありますけれど、先ほどの説明で、この資料を見ると、平成３１年３月３１日までが

１５件、開始時期がわかりませんけれど。平成３１年４月１日からですから、年度ということ

なんでしょうけれど、１０件。それから、その次、昨年度が２９件、今年が半年で３８件とい

うことになっていますね。このように、数字が急に昨年から大きくなっているのは、児童相談

所で把握する人数がわかるようになったからだということでしたかね。それはどういうきっか

けでわかるようになったのですか。 

○子育て支援課長 

 要対協では、同じ要保護児童として取り扱ってまいりました。ですので、わかったというよ

りも飯塚市の子どもとして虐待を受けている、支援を必要としている子どもの数として公に公

表する場合には、家庭児童相談室、飯塚市で把握している人数と、当然、児童相談所が把握し

ている人数を合わせた人数が、本当の実数になるんだろうということで、今年度からカウント

の仕方を修正したものでございます。 

○川上委員 

 本年度からそのように、カウントというのはどうかと思うけど、把握の方法を改めたという

ことでしょう。そのきっかけは何ですか。 

○子育て支援課長 

 虐待の件数等の報告につきましては、福岡県等で集計等も出しますが、各市町村で集計の方

法というものが異なっておりまして、なかなか、どの数字がいいのかというところがありまし

た。それで、いろいろ検討した結果、やはり飯塚市でそういう支援が必要な子どもということ

で報告をするのであれば、児童相談所のケースも含めるべきであろうという判断に至ったとい

うところでございます。 

○川上委員 

 そういう把握の仕方が当然だと思うんだけれど、それ以前は、どういうことで児童相談所の

把握を加えないで、家庭児童相談室だけで把握した人数だけを公表するようになっていたので

しょうかね。 

○子育て支援課長 

 児童相談所のケースといいますのが、やはり一時保護を必要とした保護だったり、職権保護、

子どもさんを保護したりする重篤なケースが多いのが事実でございます。ですので、まず通告

等がございまして、直接、児童相談所に通告があって、もう子どもさんを保護した場合などは、

去年までは児童相談所のケースとして、まずそこだけで管理をしておりました。その後、一時

保護が解除され、家庭に帰ったり、もしくは保護する際に、必ず家庭児童相談室に飯塚市での

状況というものが確認されます。これが情報提供の件数にも含まれているのでございますが、

家庭児童相談室と児童相談所は必ず連携をとって動いておりますので、そういった子どもさん

がいらっしゃるということはわかるのですが、データという言葉がちょっとあれなんですけど、

管理記録として児童相談所だけが、今、対応しているケースについては、市で登録をしていな
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かったものを、３年度からは市で１本にまとめたものでございます。児童相談所で対応してい

たケースにつきましては、要保護児童連絡協議会、要対協のほうで報告があっておりましたの

で、子どもさんの存在とか、現状とかについては情報共有されておりました。 

○川上委員 

 非常に困っている状態の子どもたちのうち、ごく一部の人数だけを飯塚市は公表してきた。

実態がわかっているのに。実態というか、児童相談所の数字を把握しておりましたと。しかし、

市の機関、家庭児童相談室に相談があった件数だけを、そういう事例ということで公表し、そ

れへの対応をどうしようかということで考えてきたということになるんですかね。 

○子育て支援課長 

 一部ということではなく、児童相談所がまず重篤なケースは対応し、その後、そのケースに

ついて、当然、その後の見守り等で、家庭児童相談室が引き継いでまいりますので、そういう

意味で情報共有をしながらということで、件数として上げていなかったというのは、リアルタ

イムに児童相談所で保護された子どもさんの数、情報というのがすぐに家庭児童相談室のほう

で把握できていたのかというと、そこには若干のタイムラグというか、そういったものがござ

いましたので、なかなか集計をどのタイミングで行うのかということで、今までは家庭児童相

談室でケース登録として情報管理していたものだけを計上していたというような形ですが、要

対協の中では、全てのケースを支援児童として取り扱ってまいったところでございます。 

○川上委員 

要対協の中では、全ての件数を登録し、対応してきたということなんですけれど、市が子ど

も対策、虐待対策をやろうとした場合に、具体的に、公表の事実というか、数字がその数字よ

りも著しく小さい、著しく過小評価ですよね。過小評価を生んでいったのではないのかと。現

実には、これだけの対策をしているのに、飯塚市における要保護児童の状況というのは、この

くらいということで、その過小評価、過小な数字は、市の虐待対策ないし子ども対策の政策を

充実する上で悪影響を及ぼしたのではないかというふうに心配するわけですね。 

前回でしたか、お尋ねしました子ども家庭総合支援拠点の設置の問題なんですけれど、幾つ

かお尋ねしておりましたけれど、あれ以降、調査したりしたことがあれば、お聞きしたいと思

います。つまり、今言った過小評価が、この拠点の設置の遅れにつながっていないかというと

ころも心配なんですね。お尋ねします。 

○子育て支援政策課長 

 前回の委員会以降、私どもとしての検討内容につきましては、関係課とまた協議を行ってお

ります。設置に向けた協議のほうは行っております。ただ、今、委員が言われますこの虐待の

件数、昨年までは少なかったのが、ことし多くなってというところで、それに関して、この拠

点の設置の検討について影響しているかというと、影響は、私どもとしてはしておりません。 

○川上委員 

 そうであれば、今の段階でも拠点が設置されていないというのは、別の要因にあるというこ

とになるわけですね。市の認識としてはですよ。それで、この子ども家庭総合支援拠点につい

ての国の方針は、どの段階で打ち出されたのでしょうか。 

○子育て支援政策課長 

 平成２８年に児童福祉法が改正されまして、この子ども家庭総合支援拠点を設置することに

努めなければならないということが出ております。 

○委員長 

 暫時休憩いたします。 

休憩 １１：０６ 

再開 １１：１５ 

委員会を再開いたします。 
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○川上委員 

 平成２８年ですから２０１６年。それで、この子ども家庭総合支援拠点センター、どういう

内容のものとして具体化されているんですかね、国のほうでは。 

○子育て支援政策課長 

 子ども家庭総合支援拠点につきまして、支援拠点の内容につきましては、「児童及び妊産婦

の福祉に関し、実情の把握、情報の提供、相談、調査、指導、関係機関との連絡調整その他の

必要な支援を行うための拠点の整備に努めなければならない。」というふうに、国のほうでは、

法律で明記をしております。 

○川上委員 

 努めなければならないということはよくわかったけれど、中身がちょっとわかりにくいです

ね。それで、それ以前から、例えば本市であれば家庭児童相談室があって、県の機関と連絡を

取り合ってということもあったと思うんだけれど、そのシステムとの関係はどうなるのですか。

それを解消していくという方向なのですか。それともそれを維持しながら、別に組み立ててい

こうという、そして総合的な力をつけていこうというかかわりなのですか。どちらですか。 

○子育て支援政策課長 

 子ども家庭総合支援拠点につきましては、家庭児童相談室と同じような機能を備えておりま

して、今、委員が後段で言われたとおり、家庭児童相談室の機能を、その部分をまた充実をい

たしまして、今後、関係機関との連携を密にして、支援拠点の機能を拡充していくという形で

考えております。 

○川上委員 

 その拠点というのは、もう一度、どういう役割、機能、体制はどうなるのか。特に本市の場

合どうなるのか。どういうふうに法律上なるのかお尋ねします。 

○子育て支援政策課長 

 子ども家庭総合支援拠点につきましては、子ども家庭支援員や虐待対応専門員という専門職

員の配置をすることというふうに、国のほうではなっておりまして、子育てに関する情報の提

供や相談対応、要支援児童や要保護児童、特定妊婦への支援といったソーシャルワーク中心の

業務を行うという形になっております。飯塚市におきましても、この機能を維持する形で、組

織については検討している段階でございます。 

○川上委員 

 国は設置に努めなければならない、市町村の責務だと、法で市町村の責務となったわけでし

ょう、２０１６年の改正で。市町村に頑張れと言うだけではなくて、国はそれに必要な予算に

ついては、２分の１は国が責任を負いましょうと言っているわけでしょう。そして、大きい自

治体、小さい自治体、いろいろあるけれど、飯塚市の場合では、何人ぐらいの体制を提示して

いるんですかね。提起しているんですか。 

○子育て支援政策課長 

 飯塚市につきましては、児童人口が２万人前後でございますので、国が設置している要綱の

中では、小規模Ｃ型というところに該当いたします。その中で、主な職員の最低配置人員とい

うのが定められておりまして、子ども家庭支援員を常時２名、１名は非常勤形態でも可。虐待

対応専門員を常時２名、非常勤形態でも可の常時、計４名の設置を要綱で規定をしております。 

○川上委員 

 それは最低ということですか。 

○子育て支援政策課長 

 要綱上、最低配置人員という形で規定をされております。 

○川上委員 

 そうすると、現在の家庭児童相談室の体制はどうなっているか、聞かせてもらっていいです
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か。 

○子育て支援課長 

 現在の家庭児童相談室の人員ですけれども、家庭児童相談員が４名、うち保健師が１名、母

子父子自立支援員が２名、そのほか乳児家庭全戸訪問事業訪問員が２名の計８名となっており

ます。 

○川上委員 

 もし法で定める、努力を求めている拠点の最低限が４人ということだったとすれば、この現

状の８人と、どういう関係になるのでしょうか、これは。 

○子育て支援政策課長 

 国の要綱におきましても、現在の家庭児童相談室の職員につきましては、この子ども家庭総

合支援拠点の職員について兼務ができるというふうに規定はされております。ただし、飯塚市

といたしましては、体制の強化について今、検討しているところでございますので、この４名

をこの家庭児童相談室の職員４名全員に充てるというふうなような形での方向性ではなく、増

員の方向で今、検討しているところでございます。 

○川上委員 

 現状８名体制なのでしょう。これをふやしていく方向で検討しているということをおっしゃ

っているのですか。 

○子育て支援政策課長 

 支援拠点に関しまして、この家庭児童相談室の職員の方も同じような業務に携わりますので、

その部分の方とプラスで人員の増を検討しているところでございます。 

○川上委員 

 ちょっとわかりにくいんだけれど、現状８人体制の家庭児童相談室体制があるわけでしょう。

これと別の形で拠点をつくって、４人体制、最低であればですよ、この８人のうちの４人が兼

任してもらうという考え方なんですか。 

○子育て支援政策課長 

 今回、設置を予定しています支援拠点につきましては、家庭児童相談室については、その部

分を包含する形で考えておりますので、別にというか、家庭児童相談室につきましては、その

拠点の中に入ってくる形になります。 

○川上委員 

 拠点のほうが大きくなるわけですか。その中に、相談室が入ってくるわけですか。 

○子育て支援政策課長 

 はい、そのとおりでございます。 

○川上委員 

 そうしたら体制的には、人的な体制のことについて言えば、８人以上になるということなの

ですか。 

○子育て支援政策課長 

 現在そのような形で、検討しているところでございます。 

○川上委員 

 そうすると、この方向性の打ち出しというのは、法改正が２０１６年の終わりかな。厚生労

働省が年を超えて具体化を図っていったでしょう、補助金のことも含めて。２０１７年の１月

か２月だったと思いますよ。そうすると、スピード感持ってやれば、２０１７年度から設置が

できなかったこともないかなと。片峯市長が２月に市長になる、ちょうどそのころなんです。

だから、かけマージャンとか、そういうのに前市長らがうつつを抜かさずに、この問題にきち

んと向かい合っていれば２０１７年度から、これまでの頑張りと、それから深刻化している虐

待、子育ての課題に対して、きちんと向き合うことが２０１７年度からできていたのではない
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かと思うわけですよ。それにしても、少なくとも２０１８年度からできたはずですよ。この当

時、全国的にとは言いませんけれど、例えば福岡県で２０１８年度あたりで、この拠点を作っ

ていた自治体はどのぐらいありますか。 

○子育て支援政策課長 

 県内の市町村で言いますと、政令市はちょっと入っておりませんが、平成２９年度に設置し

ている自治体はございません。 

○川上委員 

 ２０１７年度に設置したところはないとおっしゃっているんですかね。 

○子育て支援政策課長 

 ２０１７年度と言いますと、平成２９年度になるかと思われますが、その段階では、県内の

自治体では政令市を除いたところでは設置されておりませんが、平成３０年４月に設置してい

るところが県内では２市ございます。平成３０年７月に１市、平成３０年１１月に１市ですの

で、平成３０年度につきましては４市が設置をしております。 

○川上委員 

 北九州市が７カ所、それから宗像市、粕屋町も当時、早い段階で作りましたね。後で尋ねま

すけれど、本市が何らかの理由で設置を見送ってきた５年間の間に、県下では設置が進んでい

ると思いますが、直近では設置自治体はどうなっていますか。 

○子育て支援政策課長 

 直近の設置済みの県内の市町村で言いますと、５８市町村中１８市町村。市でいきますと政

令市を除く２７市中１５市が設置済みでございます。 

○川上委員 

 福岡県下６０自治体ある中で、政令市を除けば飯塚市の人口は何番目ですか。 

○子育て支援政策課長 

 ４番目でございます。 

○川上委員 

 政令市を除くと言いましたけど。３番目が久留米市でしょう。そうすると、飯塚市の子ども

たちのために市がしなければならない責任というのは、非常に大きかったと思います。それか

ら、リーディングという点から言っても、子育て・福祉の、そういった点から言っても大きい

箱物をつくるリーディングという考え方もあるかもしれないけれど、福祉の分野でのリーディ

ングというのがあったはずなんですよ。役割を果たす。これには全然、片峯市長は関心を寄せ

なかったのかと、５年間。ちょっと国が法律で努めなければならないというふうに言ったんだ

から、努めたでしょう、片峯市長は。どういうふうに努めたのですか。拠点設置、どういうふ

うに努めてきたのか、お尋ねします。 

○子育て支援政策課長 

 国のほうで平成２８年に法改正が行われておりまして、その後、子育て支援課のほうで検討

を始めております。すみません、実際の記録として残っている部分が、平成３０年度に情報収

集という形で、情報収集を行っておるというふうに聞いています。令和元年度に県内の設置状

況調査を行っております。令和２年度に子育て支援政策課ができまして、改めて県内の設置状

況の調査と組織のあり方について検討いたしまして、令和３年度について、組織の形をある程

度固めまして、今現在、組織の内容について、その部分について協議を行っているところでご

ざいます。 

○川上委員 

 その間に、どれだけの子どもと、また違う意味で親が苦しみ続けてきたか。それで、そうい

う努力をしてきたということの自己評価があるのでしょうけれど、逆の聞き方をしますけれど、

ほかの自治体が、翌年度、翌々年度と設置できたのに、対象児童数が２万人、それほど多いこ
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の本市で、努めてきたけれど設置しなかった理由をちょっと聞かせていただけませんか。 

○子育て支援政策課長 

 今、委員がおっしゃられた逆の意味でのご質問ということで、設置しなかった理由とおっし

ゃられましたが、設置しなかった理由というのはございませんで、その間、検討・協議を行っ

てきたというところでございます。 

○川上委員 

 どこで検討したのですか。検討の記録はありますか。 

○子育て支援政策課長 

 検討の記録につきましては、令和２年度以降につきましてはございますが、その前につきま

してはございません。 

○川上委員 

 では検討を始めたのは、令和２年度から検討したということになりますね。違うんですか。 

○子育て支援政策課長 

 それ以前につきましては、令和元年度に県内の設置状況調査等を行っておりますので、その

段階での検討は行っているかとは思います。 

○川上委員 

 先ほどから、児童虐待そのものが深刻だと、深刻な問題だということは共有しているではな

いですか。そして要保護児童、要支援児童が、自分たちが公表している以外に、深刻なほどの

人数がいるということも知っていたわけではないですか。そして今、拠点が必要だというふう

に言っているということは、従来の８名体制だけでは、やっぱり不足したということを認識し

ておったということになるではないですか。この中で３児童の事例も発生したわけでしょう。

拠点が設置されていれば、必ず３児童の事例は起こらなかったというふうには、私もここでは

言い切れないですよ。しかし、しっかりした役割を果たすべき飯塚市が、検討、検討を続けて

きた理由がいりますよね。何を検討していたんですか。教えてください。 

○子育て支援政策課長 

 この子ども家庭総合支援拠点の設置につきましては、検討する段階で先ほどもちょっと言い

ましたが、家庭児童相談室を包含する形で設置をするという形で考えております。それゆえに、

逆に言えば、委員が言われるように、２０１７年とか１８年に設置をやろうと思えば、そのま

ま同じことだったらできたかと思うのですけれど、やはり機能を強化する形、人員増にすると

か、そういった組織の体制と連携の仕方とか、そういったものをいろいろ検討する中で、時間

がかかっておるということでございます。 

○川上委員 

 それで今、何か反省することはないのですか。反省することがあるでしょう。副市長、答弁

を求めます。 

○久世副市長 

 今、質問委員ご指摘のとおりでございます。この拠点施設につきましては、本市にとって大

変重要なものでもございますし、設置することが、一刻も早く実現することが求められている

施設だと考えております。今、担当課長のほうが答弁をいたしておりましたけれども、確かに

時間がかかり過ぎております。これにつきまして反省すべきところだと私も思います。早急に

今後、整備するように努めてまいりたいと考えております。 

○川上委員 

 どこを反省するかということがあると思うのだけれど、これは答弁が難しいかもしれない。

このメンバーでは答弁難しいかもしれないけれど、本市の職員の定員削減、定員管理というの

かな、それとのかかわりはなかったのですか。 

○久世副市長 
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 本市の職員の定数管理と、こういったいわゆる特命的な施設、拠点整備をする中で勤務して

もらう職員との関係というのはございませんので、そういったものが影響していることはござ

いません。 

○川上委員 

わかりました。そしたら、現状の過小評価があったわけではないということを、先ほど課長

が答弁されたでしょう。今、副市長からは、定数管理にかかわることでもないと。では何が残

るのですか。何を反省したらいいんですか、我々は。何を反省するのでしょうね。この拠点が

できていれば、今の体制の中に拠点ができていれば、必ず虐待がゼロになったとは限りません

よ。でも、皆さんが今、そう判断しているからそうなんでしょうけれど、防止することにさら

につながっていったでしょうということになるわけでしょう。我々の責任は重いのではないで

すか。その我々が、なぜ作りきれなかったかを明らかにしないで、早期発見とか早期防止とか、

啓発とか言っているわけでしょう。まず我々が、行政が自己検証して、それに基づいて初めて

ここで打ち出そうとしている政策は、魂を持つのではないかと思うんですよ。これは議会の委

員会ですので、議会が尋ねていてチェックして、そこの反省すべき点を浮き彫りにする責任は

議会にあると思います。 

そこで、今月は児童虐待防止月間に入っていますね。啓発の中の１番になっていますよね。

どういう位置づけで、どういう取り組みをしておるのか、お尋ねします。 

○子育て支援課長 

 児童虐待防止月間につきましては、国のほうでも１１月をその月間として啓発等を行ってお

りますが、飯塚市においても、飯塚市の子どもをみんなで守る条例の中にもありますが、

１１月を児童虐待防止月間として活動しております。今年度につきましては、街頭啓発活動を

例年やっていたのですけれども、前年度もそうなんですけれども、今年度、コロナのために街

頭での啓発活動は中止しております。虐待防止講演会を現在予定しておりまして、１１月

２４日に児童相談所の弁護士を講師に迎えて講演会を行う予定としております。こちらの講演

会は、今回は対象を自治会長の皆さんに参加をお願いしているところでございます。また、そ

のほかでは横断幕、のぼり旗等を設置させていただいております。また今後、月間ということ

にかかわらず、やはり虐待対応については広く活動していく必要がございますので、公用車等

にマグネットで、虐待対応ダイヤルの１８９をお知らせするマグネットを公用車に貼って行け

るよう準備をしているところでございます。そのほか、本庁舎の１階のモニター広告にも、

１８９の情報を現在、提示しているところでございます。 

○川上委員 

 本市の虐待防止にかかわる条例は、私は改正して、子どもが未来を見つめて、生きていきた

いと思えるような条例、また大人、保護者が子育てというのは幸せということなんだと、こう

いうことはあり得ないんだということを学びながら、子育てできるというのは幸せなんだと、

自分の子でも、地域の子でも、何かそういう喜びを共有できるような条例の内容に、私は改正

していったらいいのではないかと思いますけれど。せっかく付託案件で虐待問題をやっている

わけですよ。そして、今わかったように、市長の責任って大きいですよ。この場に市長が一貫

して出席しない。何の公務かわからないけれど言わない。自分がこの問題で重大だと思ってい

るのだったら、自分に責任があるというのは明らかなんだから、是が非でも、この問題の審査

のときには最優先で出てもらいたいと思いますよ。質問を終わります。 

○委員長 

 ほかに質疑はありませんか。 

○江口委員 

 今の総合支援拠点についてなのですが、先ほどお話の中で、検討段階で家庭児童相談室を包

含することを考えた。逆に言えば、やろうと思えばやれたんだけれど、機能強化、組織体制、
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連携体制を検討する中で時間がかかっているというお話でした。そのあたりについて、どのよ

うな機能強化を検討されているのか、お聞かせいただけますか。 

○子育て支援政策課長 

 現在、機能強化という形でお話をさせていただいている内容につきましては、先ほども少し

触れましたが、人員をふやす形で検討をしているところでございます。ただし、その内容につ

きましては、当然、組織的な部分がございますので、何名ふやすとか、どう考えているのかと

いうことが、ちょっとこの場では言えませんが、機能強化ということで、まず第一には人員の

専門職等の配置について検討をしているところでございます。 

○江口委員 

 ほかには、何かございますか。 

○子育て支援政策課長 

 子ども家庭総合支援拠点とかかわりの深い関係課につきましては、連携がとりやすいような

状況を今後つくっていかなければいけないと当然思いますので、連絡体制だったり、物理的な

距離だったり、そういったものについても検討しているところでございます。 

○江口委員 

 そんなに時間がかかることなのかなと正直思うんです。片一方では、これを検討している割

には、そのスピード感というのがないと思っていて、人員をふやすという話がありました。専

門職というお話がありました。令和４年度の職員採用に関しては、もう正規の職員採用に関し

ては、もう終わっています。その中には、虐待関係の専門職の採用はあっておりませんね。今、

たしか土木の追加募集があっていたかと思いますが、追加募集もあっていないんです。専門職

は、どういった方々を考えておるのですか。そして、どう雇おうとされていますか。 

○子育て支援政策課長 

 専門職の、どういった資格を持っているかということのご質問だと思いますが、支援拠点の

国が出している要綱の中で、子ども家庭支援員と虐待対応専門員につきましては、資格が指定

をされております。その資格を持っている方について、応募なりをしていきたいというふうに

は考えております。あとは、どういった形で雇うのかということだったと思いますが、先ほど、

委員が言われますとおり、正規職員の採用試験については今、今年度の採用試験には載ってい

ないような状況でございます。この採用の仕方につきましては、内部で今、検討しているとこ

ろでございますので、例えば任期付職員であったり、会計年度任用職員であったり、再任用職

員であったりとか、いろんな正規職以外でも採用の仕方がございますので、それにつきまして

も現在、検討しているところでございます。 

○江口委員 

 要綱の中で、資格の指定があるというお話でした。どういった資格が指定されていますか。 

○子育て支援政策課長 

 まず、子ども家庭支援員の資格等につきましては、全部で２０項目ございますが、その中で

ちょっと抜粋して答弁させていただきたいと思います。資格としましては、医師、社会福祉士、

精神保健福祉士、公認心理師、保健師、助産師、看護師、保育士等でございます。虐待対応専

門員につきましても、重複するところがございますが、全部で２０の資格という形で記載され

まして、主なものとして医師、社会福祉士、精神保健福祉士、公認心理師、保健師、助産師、

看護師という形で要綱で規定されておりますので、こちらの資格を持った方を応募するなりで

考えております。 

○江口委員 

 その中で、どういった方々が必要であると考えておられますか。 

○子育て支援政策課長 

 その資格については、検討中でございます。 
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○江口委員 

 全く何も、甲乙つけがたい状況なのですか。それとも、ここは欲しいんだよねというのはな

いのですか。 

○子育て支援政策課長 

 検討中でございますので、どの部分ということでのお答えではなく、今現在、家庭児童相談

室でも、いろいろ相談を受けている業務でございますので、そういった形で考えますと、心理

関係の資格を持った方に来ていただければなというのは、そういった形は考えておりますが、

まだどの資格というのは検討中でございます。 

○江口委員 

 では、今言われた資格の中で、子育て支援課におられない資格の方々は、どういった方々で

すか。 

○子育て支援政策課長 

 先ほど述べさせていただいた中で言いますと、医師、社会福祉士、精神保健福祉士、公認心

理師、保健師、助産師、看護師、保育士等でございますが―――。すみません。保健師はいら

っしゃいます、すみません。あと保育士につきましてもいらっしゃいますので、今、それ以外

の医師、社会福祉士、精神保健福祉士、公認心理師、助産師、看護師でございます。それとす

みません、先ほど資格の中で教員免許を持たれている方も資格の対象となりますので、すみま

せん、先ほど答弁する中で漏れておりました。申しわけございません。 

○江口委員 

 その資格の選考は、もう１１月の真ん中なんです、きょう。来年度ということを考えたら、

４カ月ちょっとしかないんです。この４カ月の中で、どのような採用スケジュールをお考えで

すか。 

○子育て支援政策課長 

 採用スケジュールという以前に、今のところ、この支援拠点につきましては組織の体制等が

正式が決まっておりませんので、それにつきましては、もう拠点の設置内容、拠点組織内容が

決まりましたら、すぐにでも採用のほうを検討していきたいと思います。 

○江口委員 

 とすると、遅くてもスタートする４月１日には、専門職の強化については、間に合わないこ

ともあり得るということですか。 

○子育て支援政策課長 

 ４月に設置ということで考えておりますので、採用につきましては、間に合うような形で進

めたいというふうに考えております。 

○江口委員 

 間に合わせるでよろしいんですか。 

○子育て支援政策課長 

 間に合うように努力をしていきたいと思っております。 

○江口委員 

 先日、チルドレンファースト福岡という団体で、子ども家庭総合支援拠点に関するセミナー

を行いました。オンラインセミナーを行いまして、子育て支援課、福祉部並びに教育委員会、

教育長を初め教育委員会の方々もご参加いただきました。この中でアンケートをとったんです

ね。支援拠点をつくる中、支援拠点を検討する中で、どういったお困り事があるのかというこ

とをお聞きしました。３０件弱ぐらいの回答があったわけですが、一番多い回答は人員不足で

すよ、７３．９％。次が、専門職がいない、足りない。これが６０．９％あるんです。その人

員不足、専門職がいない、足りないと選ばれた方に、どういった人材が必要と思われますかと

いうふうな形でお聞きしました。一番多かったのが、社会福祉士・精神保健福祉士、これが
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７０．６％なんです。次が、医師で５８．８％。続いて弁護士が４１．２％、保健師・助産

師・看護師が３５．３％等々と続きます。このセミナーに関しては、行政の方々が、特に現場

におられる方々がかなり多く参加していただきました。その方々の切実な意見がこういったこ

とだと思うんです。先ほど機能の中で、総合支援拠点の機能とは何だというところで、ソーシ

ャルワークをきちんとやるんだというふうな形でお答えになられましたよね。そのソーシャル

ワークをする方々は、この資格の中ではどの方々が当たりますか。 

○子育て支援政策課長 

 今ソーシャルワークをしていただく、一般的にソーシャルワークをされているということで

いきますと社会福祉士になるかと思います。先ほど飯塚市でも考えている資格の中で、心理担

当の関係の話をしましたが、すみません、私の発言が漏れておりまして、社会福祉士について

も検討しているところでございます。 

○委員長 

 暫時休憩いたします。 

休 憩 １２：０２ 

再 開 １３：０３ 

 委員会を再開いたします。ほかに質疑はありませんか。 

○江口委員 

 午前中の続きなのですが、社会福祉士並びに精神保健福祉士、アンケートの中でそれが一番

だったというお話させていただきました。２番目は弁護士なんですね。この３つの職種につい

ては、以前から虐待対応として採用すべきだというお話をさせていただいていました。ここに

対する協議としては、どのような協議が今なされているのか、お聞かせいただけますか。 

○子育て支援政策課長 

 今、委員がおっしゃられる職種についても、当然含めまして検討しております。 

○江口委員 

 具体的にどのような協議がなされていますか。 

○子育て支援政策課長 

 組織担当の部署と、そういった職種なり採用の方法について協議をしているところでござい

ます。 

○江口委員 

通常の組織再編だったら、そういった部分でいいかもしれないんだけれど、２月に３人亡く

なられているんですよ。ギアを変えなきゃ。子どもたちを守るのは、私たちの仕事だ。そのた

めに何ができるのか。できることを全部やるというつもりでやらないと守れないですよ。先ほ

ど正規職員に関しては、もう既に募集があっている、こういった職種に関しては募集があって

いないということが明らかなのですが、このあたりに関しては、私は正規の職員でやるべきだ

と思う。特に社会福祉士、精神保健福祉士に関しては。この状況の中で、今もまだ決まってい

ない中で、採ろうと思ったとき、来ていただきたいと思ったときに、募集をかけても来ていた

だけない、応募していただけないということがあるんですよ。そのあたりの状況は御存じです

か。 

○子育て支援政策課長 

 御存じですかということですが、募集をかけておりませんので、状況としては把握しており

ません。 

○江口委員 

ほしいと思ったら、そこの職種が売り手市場なのか、買い手市場なのか、どのぐらいの費用

がかかるのか。当然、それを調べなきゃ。そうしないと、漫然と雇えるだろうと、このぐらい

で募集かけたら来ていただけて、その中から、一番いい人を採用すればいいよねと思っておら
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れるかもしれないけれど、来ていただけないことがあるんです。先ほど、午前中に紹介しまし

たチルドレンファースト福岡のセミナーでのアンケートの中でも、拠点をつくるのに、こうや

って専門職を採用したいと募集をしているんだけれど、再三、募集をしても応募がないという、

そういったお答えもあるんです。今、いろんなところで、社会福祉士、精神保健福祉士の仕事

が広がっています。ある意味、そことの競争になるんですよね。そうしたら、やっぱり人とし

て生きていくために仕事をしようと思ったときに、より良い条件を探すのは当たり前だと思う

んですよね。皆さん方もそうでしょう。こうやってやろうという中で、実際に市民に奉仕する

仕事をやろうと思うときに、よし、私はこれから市民のために、毎年臨時職員が頑張るぞと思

う方はおられないんだと思うんです。安定の中でやれることもある。当然のことながら、正規

職員のほうが、きちんと人が集まるわけですよ。保育士を考えてみても、保育士を集められて

おられるでしょう、子育て支援課。正規の職員は応募があれだけあるのに、会計年度、臨時職

員と呼ばれる方々は少ないでしょう。同じことが、ここでも言えるわけですよ。なおかつ、こ

の支援拠点、何を仕事にするか。まさにソーシャルワークを主な仕事にするわけでしょう。そ

のソーシャルワークの資格とは何だと言ったら、さっき言われたように、社会福祉士等々なん

です。そこを採りにいかないで、きちんと確保しないでどうしますか。 

片一方で、もう一つ挙げたのが弁護士です。弁護士については、昨今、自治体での採用が多

く、かなりふえてきているのは、皆様が御存じのとおりです。何度も取り上げています。その

中で、お隣の直方市でも前の市長のときに弁護士の方を２人雇われましたよね。１人は福祉の

ほうに、もう１人は別のところにやられたわけです。それも、そこは当然のことながら、単年

度ではないわけですよ。任期付きでの採用なんですね。やっぱり複数年あるから安心して応募

ができるわけです。複数年あって、ある程度生活が保障されるから、よし、じゃあここで頑張

ってみようとなるわけですよね。副市長、この専門職の採用について、早急に対応していただ

きたいと思います。そして、きちんとソーシャルワークができる方々が必要だということを確

定した上で、早く募集をしないと、４月に間に合わないと非常に心配しています。副市長とし

て、どうお考えかお聞かせください。 

○久世副市長 

 今回、この拠点につきましては、ただいま質問委員がおっしゃるとおりでございます。本当

に人命にかかわる非常に重要な施設になってくるということは、私も十分認識いたしておりま

す。ただ正規職員の採用試験につきましては、これも質問委員がご案内のとおり、今年度の分

は終わっておるわけなんですが、確かにご指摘のとおり、これも先ほど質問委員がご案内いた

だいたところなんですが、土木が全く集まらないと。これも今、新たな昨今の状況でございま

して、こういった分野によっては、いわゆる人員の確保が非常に難しいということは十分認識

いたしております。ただ担当課につきましても、４月１日の開設に向けて現在、鋭意準備をい

たしておる中で、そういった人員の確保につきましても、全面的に協力し、何とか確保するよ

うに努力してまいりたいと考えております。 

○江口委員 

 しっかり確保してもらわなくては、困るのは、やっぱり市民の方々なんですね。子どもであ

り、保護者なんです。そして不幸な結果が起きたら、また何をやっていたのかという話になる

んです。なっていってしまいます。正規の職員、今からでも募集をかけてもいいんだと思うん

ですよ。年度途中であろうがどうだろうが、本当に必要と思うんだったら、大きくかじをきれ

ばいい。それが政治判断だと思うんです。そこまでいかないにしてみても、会計年度で募集す

るのではなく、きちんと任期付きとして、相応な待遇の中で迎えようと、そういった判断をし

ていただきたいと思います。 

 別のことをお聞きします。資料を出していただいていますので、資料の中でちょっとお聞き

させていただきます。一番最初に出された年次行動計画の令和２年度実施状況、こちらの資料
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の中でまずお聞きいたします。この中で４番目の養育支援訪問の実施とありますね。訪問件数

が１２５世帯、延べ２０７件。その内訳としては、育児家事援助は１世帯、延べ１件のみなん

です。ここに関しては、何度か質疑をさせていただく中で、家事援助がやりにくい要綱になっ

ている。現実的にこの要綱の中ではできないという中で、要綱の改正をしつつ、ここをきちん

とやらないと、現実的に、テレビでもよくありますよね、ごみ屋敷ってね。足の踏み場もない、

非常に不衛生な部屋が、ある意味、報道の中で取り上げられるわけですが、その中で子どもが

育たなくてはならない。当然のことながら、学校に来るときにも非常に不衛生だ。同じ洋服で

あったりとか、お風呂にも入っていないとか、そういった状況にある子どもたちがいるのでは

ないかと言われるわけです。ここをきちんとやれるのが、もともとの厚労省の考えている養育

支援訪問事業ですよね。だけれども、市の要綱では、そこの部分ができない形になっていたと

いうのは、以前指摘していたのですが、そこの部分は、もう既に変更なされたのかどうか、お

聞かせください。 

○子育て支援課長 

 事業の内容につきましては、改正をしております。 

○江口委員 

 ありがとうございます。しているわけですね。そしたらホームページで見られる、養育支援

訪問事業実施要綱か何かを探したら、もう書きかえてあると思っていいんですね。あと、そう

やって改善されたのであれば、ここの部分に関しては、回数とかがふえていく傾向にあるので

はないかと思うのですが、いつ改正されたのか。それとあと、現状、ここで見る限りでは、令

和２年度は１件というふうな形なんですが、令和３年度も上半期終わって、もうなるのですが、

今どのぐらいされているのか、おおよその数でもいいので教えていただけますか。 

○子育て支援課長 

 申しわけございません。３年度の件数は、今のところ、養育支援の中の育児訪問が何件とい

う件数は集計をとっておりません。 

○江口委員 

改正は、インターネットで見る限りでは、今、飯塚市のホームページに上がっている分に関

しては平成２９年が最終改正なんです。なので、いつ改正になったかに関しては、ちょっと調

べていただいて、また後ほどでもお答えください。 

ただ、できたら見ていただきたいのですが、飯塚市のホームページで、養育支援訪問と検索

をしていただくと、多分一番上に、この実施要綱がヒットします。第４条に事業内容とあるの

ですが、ここが問題だったんですね。第４条の１号では、「産じょく期の母子に対する育児指

導や簡単な家事等の援助」とある。家事等の援助があるのはここだけなんです。あとはもう２、

３、４に関しては育児指導、相談助言、相談助言なんですよね。なので、この家事援助がきち

んと、産じょく期以外でもきちんとできるように改正をしていただきたいということを、前々

からお話していた部分なんです。そこについては、後ほどで結構ですので、いつ改正なったか

をお答えください。 

次に、ちょっとこれをつかんでおるかどうかわからないのですが、同じく一番最初の資料の

６番、７番、乳幼児健診の実施と未受診者訪問の実施、乳幼児健診の受診率については、こう

やって書いてあります。片一方で７番で、未受診の方々を訪問した件数４６件と書いてあるの

ですけれど、これは、現実には未受診者がどのぐらいおられて、例えば未受診者が４６人いて、

４６世帯で全部訪問しているんだよ、だったらいいと思うんですけれど、現実的には、ここは

未受診の中で、どのぐらいの割合が訪問できたと思っていいのかどうか。もしおつかみでした

ら、お聞かせいただけますか。 

○子育て支援課長 

 把握しておりません。 
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○江口委員 

虐待の審議をする中で、ここってすごく注目されていたところですよね。未受診者をどうし

て潰していこうかと言われていたんですね。担当課が違うとはいえ、虐待の所管課は子育て支

援課であるのであれば、そこはちゃんと把握した上で事業に臨まないと、やっぱり、そこそこ

の仕事だからとなってしまうと、縦割りの弊害と言われるものになってしまいます。 

次に、家庭訪問の実施とあるんです。これも健幸保健課か。次、いきます。 

９番で生活保護世帯訪問の実施とあります。「問題のあるケースについては訪問頻度を一番

高く格付けし、訪問の際には極力、母子相談員や児童相談員との同行訪問を行うことで対応し

た。」とあります。ベースとしては生活支援課なんだけれど、子育て支援課が、家庭児童相談

室ができるだけ同行したというふうな形だと思うのですが、ここに関しては、どの程度行かれ

たのか、お聞かせいただけますか。 

○子育て支援課長 

申しわけございません。訪問の回数というものは集計しておりません。 

また、先ほどの乳幼児健診の未受診者につきましては、未受診の率とかそういったものは、

子育て支援課では持っておりませんが、未受診の方がいらっしゃる要保護世帯については、保

健センターと一緒に訪問する等の支援を行っているところでございます。 

○江口委員 

 そうすると、次の不登校支援に関しても、子育て支援課が同行してという部分があったりす

るのですが、そこについても、どの程度、回数でなくてもいいんです。大体、行くよと言われ

たときに、何回ぐらい、わかりました一緒に行きますといったものが、例えば半分以上なのか、

それともほとんど一緒に行っているのかとか、いやほとんど一緒に行けていないんですとか、

そういったところでいいんだけれど、わかりますか。 

○子育て支援課長 

 対象家庭につきましては、生活支援課と一緒に、ほとんどのケースで訪問しております。 

○江口委員 

 この不登校支援の中に関しては、ヤングケアラーの話があるかと思うのですが、そういった

家庭が市内にあるかどうか等は把握しておられますか。また、先ほどきちんと要保護のケース

に関しては同行しているということですが、そのうち、ほとんど全部、児童と面会しているの

かどうか。行くのだけれど、保護者とだけお話をして帰ってくるのか、行った上で実際の対象

児童ときちんとお会いして、状況確認をして帰って来られるのか、そちらについてはいかがで

すか。 

○子育て支援課長 

 生活支援課に同行する場合につきましては、できる限り子どもさん、お子様とお会いできる

ように努力はしておりますが、実際に会えていないケースもございます。また不登校のお子様

などについては、やはりなかなか子どもさん自身に会うことが難しいということはございます

が、追加の資料でお出ししています支援状況のほうにも書いておりますが、民生委員に協力を

お願いして、様子を見ていただいたり、子どもさん自身を見る努力ということは、さまざまな

方法で行っているところでございます。 

○江口委員 

きちんと会えているかどうかについては把握をしないと。特に、民生委員、主任児童委員の

方々、児童委員の方々おられますけれど、プロという意味では、皆さん方ですよね。民生委

員・児童委員の方々は、ある意味ボランティアの方々であります。そういったことを考えると、

きちんとプロとして確認する。それがどの程度できているのかについてもきちんと数を把握し

ないと、その改善ができないと思います。実態が把握できないと思っています。 

次に、支援の状況についてお聞きしたいのですが、２番目の資料なのかな。継続支援ケース
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数及び要保護児童の支援開始時期別件数の中で、ここで要保護児童に関して、９月３０日現在

で９２世帯、１５６人が要保護児童だと、登録ケースだというふうな形であるのですが、まず

要保護児童に関しては、この要保護児童連絡協議会に登録していないケースはない、これが全

部だ、全数だということでいいですか。 

○子育て支援課長 

 これが全てのケースでございます。 

○江口委員 

 次に、要支援児童について、１７世帯２３人という数字が出ております。ここに関しては、

同じく要対協の登録ケースと括弧書きがあるのですが、これ以外には要支援児童はおられない

という理解でいいですか。 

○子育て支援課長 

 先ほど要支援児童とは、こういう子どもさんを言いますということで、午前中に説明させて

いただいておりますが、そういう養育に不安のある、見守りのある家庭を要支援児童に含めて

おりますので、今現在、飯塚市がかかわっているお子さんについては、全てこの中に含まれて

おります。 

○江口委員 

 今、飯塚市がかかわっているというところがちょっと引っかかるのですが、飯塚市内におら

れる、飯塚市内の子どもたちで要支援児童と言われるカテゴリーに分類すべき子ども、ご家庭

の子どもたちは１７世帯２３人が全数だということでいいんですかね。 

○子育て支援課長 

 そのとおりでございます。 

○江口委員 

 そうであるとするならば、この数自体をどこまでそうなんだねと、すっと受け止めていいも

のかどうか非常に悩ましいところに思うんです。この数に関して、福祉部としては、このぐら

いなんだろうなと、いやいやもっと隠れているのではないかなとかいうところに関しては、ど

のようにお考えですか。 

○子育て支援課長 

 実際に支援しているケースにつきましては、こちらの表に上げておりますが、その下に情報

提供という項目で、２２３件というものを上げておりますが、その中ではいろんな情報が、市

のほうに寄せられております。その中には今後気をつけないといけないかと思われるケースも

ございます。また、この１５６名と２３名ですね。この人数につきましては、９月３０日の現

在で支援している子どもさんの数でございますので、実際には支援が必要でなくなったという

ようなこともありますので、件数としてはもっと多いものであると思います。 

○江口委員 

 この数字を見ると、通常、こういった分類でするときに、大体ピラミッドという形になるん

だよね。全体がこうやってあって、下のほうにある意味、皆さん方がおられて、そのうちだん

だんだんだん要支援の方々がおられて、その上で要保護ＡＢＣとかＤとかいうふうな形で付け

たりするんだけれど、通常こうなんですよね。ハードなケースのほうが少ないんですよ。だけ

れども、これはこうなんですよね、言ってしまうと。頭でっかちなんですよ。いきなり、この

要保護児童がぼんと出てくる。要保護児童が出てくるというのではなくて、その兆候があるか

ら、要支援児童に関しては裾野が広くというのが多いのではないかなと思うのですけれど、そ

うすると、もっともっと隠れているというふうに考えるべきではないかなと思うのですが、先

ほどのお話は、一部ちょっとここで出てきていない方がおられるかもしれないということだっ

たんだけれど、そのピラミッドのここの部分で、市が把握できてないところは、ずっとあるの

かなという理解をされているのかどうか。福祉部長、そのあたりはいかがでしょうか。 
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○福祉部長 

 今、質問委員が言われますように、確かにこの数字を見ますと、逆三角形になるような形に

なろうかと思います。それで今、お話がありますように、この要保護児童、この数が本当に要

保護の児童数なのかどうか、ここの確認がちょっと必要なのかなというふうにも、近々思って

いたところでもございます。ここら辺について、しっかりその現状と対応の仕方、そこら辺を

洗い直して、しっかりした数字を導き出す必要もあろうかと思います。言われますように、確

かにこれが逆三角形であれば、さらにこの裾野が広がるということでございますので、その状

況をしっかり私たちも見出せますように、周りに情報提供のお願いをしっかりしてまいりたい

というように考えております。 

○江口委員 

要保護児童のケースの洗い直しも必要かもしれませんが、一番大切なのは、見えていないと

ころに隠れた要保護・要支援がいないかどうか、ここが一番問題だと思うんです。ここの数の

把握に誤りがあると、それこそ準備する体制が誤ってくるんです。この程度しかいないから、

このぐらい用意しておけばいいよねと４月からの支援拠点を用意したら、実は隠れたところは

こんなにあったんだと。そうすると、それに対応するのなら、もっと分厚くしなくてはならな

いとね。そういったことを考えると、ここの数字についても、しっかりと本当にこれだけなの

か考えていただきたいと思います。そこがはっきりするのが、この右側に特定妊婦と養育支援

がおられますよね。特定妊婦が５１世帯おられるわけです。養育支援も１０４世帯おられるわ

けですね。養育支援、支援が必要なんでしょう。となると、これは要支援ではないのかなと思

うんですよね。特定妊婦はカテゴリーの中で、幾つか種類が分かれていて、その該当するもの

であったら、その特定妊婦の枠に入るからということで、全て支援が必要な方々ではないにし

てみても、やっぱりある程度は、支援が必要な方々がおられるということを考えると、まだこ

の要支援児童というのは膨らむのが普通だろうと思います。 

あと、資料の中で、不登校の数を出していただきました。どこでしたかね。ごめんなさい、

何人おられましたかね。ちょっと説明いただけますか。 

○学校教育課長 

 令和２年度の不登校児童生徒数ですが、小学校に関しましては、不登校１０７名、中学校に

関しましては、２００名となっております。 

○江口委員 

 やっぱり数が多いんですよね。その中で、要支援の方々も当然おられるのだと思います。自

治体によっては、これをきちんと要支援に最初から組み入れるという自治体もあるんです。そ

ういったことも含めて考えるべきだと思います。 

○委員長 

 先ほどの中で要綱の分がわかったということで答弁してもらいます。 

○子育て支援課長 

 申しわけありませんでした。養育支援訪問事業実施要綱の改正日が、令和３年７月１９日と

なっております。 

○江口委員 

 改正内容をお聞かせいただけますか。 

○子育て支援課長 

 改正後の事業内容のほうでご紹介させていただきます。事業内容として、妊娠期からの継続

的な支援を特に必要とする家庭等に対する安定した妊娠、出産及び育児を迎えられるための相

談及び支援。出産後間もない時期、おおむね１年程度の養育者に対する育児不安の解消や養育

技術の提供等のための相談及び支援。不適切な養育状態にある家庭など、虐待のおそれやその

リスクを抱える家庭に対する養育環境の維持・改善や児童の発達保障等のための相談及び支援。
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児童養護施設等の対象または里親委託の終了により、児童が復帰した後の家庭に対して、家庭

復帰が適切に行われるための相談及び支援。これが今現在の要綱の内容となっております。 

○江口委員 

 不適切な養育に対する支援というのがきちんと入っているので、安心しました。片方でそれ

がきちんと動き出しているのかなと、７月に改正なされたということでありますが、その分の

予算については確保されている、実際に制度が動き始めたという理解でよろしいですかね。 

○子育て支援課長 

 予算措置はいたしております。申しわけございません。予算措置は、当初からしておりまし

たので、今からさらに追加ということはございません。 

○江口委員 

 既にもう養育支援訪問事業そのものに関して予算がついているので、その中でやるよと。今

のところは、新たに追加というところまでは考えていないのだけれどということですよね。わ

かりました、ありがとうございます。実際には、制度自体は動き始めたというところでよろし

いですか。もう実際にそういった支援を入れたところはございますか。 

○子育て支援課長 

 今現在、こちらの支援を行った世帯はございません。 

○江口委員 

 残念ですね。資料で虐待の種類別内容及び発生件数という資料を出していただいています。

これが９月３０日現在ですよね。これは要保護児童世帯に限ったものなんですけれど、ネグレ

クトの不衛生、３２人いるわけですよ。おむつをかえていないだとか、近隣宅でご飯を食べさ

せてもらうとかいうことさえあるわけです。家事をさせるも３件ですよ。このあたりの要保護

児童に対する支援としては、養育訪問支援事業というのは、とても大切な部分だと思っていま

す。要保護児童の支援状況というやつを資料で出していただきました。ここでは、在宅支援

（訪問・来庁・電話）、地域との連携、関係機関の見守り、生活支援課による支援、児童相談

所による支援とあります。具体的に、言葉のやりとり以外で行っている支援は、このうちのど

この部分で、どういった支援があるのか。今言ったような家事支援というのがあったりとか、

それ以外にも支援があると思うんですけれど、具体的に、その言葉以外の部分に関しては、ど

ういったものがあるのか、どの程度あるのか、お聞かせください。 

○子育て支援課長 

 申しわけございません。例えば、母子・父子のようなひとり親に対しての支援のほう、自立

支援プログラムだったり、日常生活の支援等、支援の方法は幾つかございますが、この要対協

のケースの中で、その支援を紹介することはあっていますが、その件数というものを計上した

ことは、今現在ありませんので、次回の委員会までに、その辺を含めて、再度確認をさせてい

ただきたいと思います。 

○江口委員 

やっぱり、どういったケースに対してどうするというやつはきちんと準備しておかないと、

そして、それがどの程度動いているというやつを見ておかないと、３児童の死亡事件のときも、

新聞報道の中では１００件ぐらい対応したんだと。１００件ぐらいでしたかね。電話したり、

訪問したりしたという話があったんだけれど、ただ、それが行ってお話しする、こうしたらだ

めだよと言うだけではなくて、何らかの具体的な支援があったら別だったかもしれないと思う

んです。実際に、この虐待をするというご家庭、最初から、生まれてすぐもう「よし、虐待し

よう」と思っている親なんかいないと思うんです。だけれども、その中で追い詰められて、や

りようがわからなくて、子どもに当たってしまう。なので、そこに対して、きちんとした手を

差し伸べる、支援を差し伸べるというのは、非常に大切なことだと思います。考えると、そこ

について、どうやってやっていくかというのが保護支援指針を見ても、早期発見対応指針を見
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ても、そこが十分読み込めないんです。そこを次回まとめていただくのはありがたいですけれ

ど、早急にそれぞれの仕事の仕方を見直していただいて、不足している部分があったら、じゃ

あもうこれしよう、これしようといってやらないと。だって、不衛生が３２人ですよ。以前、

お話を聞いたことのある子どものことをちょっとだけ紹介しますが、風呂にも入れず、着るも

のも同じやつを着ていると。学校に行ったら、においがと言われるので行きたくない。ないし、

水着がないからプールの授業を受けられない。そういったご家庭があるという話を聞いたこと

があります。きちんと支援を入れて、水着をどうにかしてやったら、その子どもたちは学校に

来て、きちんと水泳の授業も受けられたかもしれない。そして、そのときだけでも笑顔になっ

たかもしれない。やっぱり具体的に何をするというやつをしっかり決めて、そこを分業してい

かないと、救えるものも救えないと思っています。 

ちょっと学校教育のほう、教育委員会のほうにお話をちょっと変えたいと思います。資料を

出していただきました、ありがとうございます。虐待対応ガイドライン、そして虐待関係プレ

ゼン資料を見せていただきました。ある意味、しっかりしている部分もあるなと思いながらな

のですが、虐待関係のプレゼン資料に関しては、生徒指導の担当の方々、生徒指導主事対象の

研修会というふうな形でお聞きしているのですが、この方々が学校に戻って、ほかの先生方に

どのようにお伝えになられているのか、そこについては何らかの、これこれこういうふうにや

ってくださいとかいうのがあるのかどうか、お聞かせいただけますか。 

○学校教育課長 

 学校では中学校では週１回、小学校では月１回、また週１回のところもありますが、生徒指

導委員会というのが行われています。その中で研修で受けた内容を提示しまして、また学年で

報告する義務がございます。また夏季休業期間中を使いまして、全体で研修する。まずは年度

当初、初めに４月の段階で職員会議を設けますので、そのあたりで生徒指導にかかることに関

しましては、時間をとりながら周知徹底を図っております。 

○江口委員 

ある程度、きちんとやられているということではあるんですけれど、ただガイドラインとプ

レゼン資料がしっかりしているなと思う反面で、片一方で、次のリーフレットを出していただ

きました。保護者向けと児童生徒向けを出していただきました。これを見ると、ちょっと、こ

れは果たしてどうなんだろうと思ってしまうんですね。例えば、この保護者向けのリーフレッ

トを見ていただきたいのですけれど、これを保護者はもらって、じゃあそうだよなとなるのか

なと、首をちょっとひねるところがあるんです。ここは何が必要かというと、保護者向けです

よね。ご家庭に向けて、困っていることはありませんか、支援できますよというやつをきちん

と入れておかないと、だめよ、だめよ、だめよと言われると、それは、もともとある程度だめ

というのはわかっているんだと思うんです。さらにだめと言われて、じゃあ、どうすればいい

のとしか思わないのではないかな。そこに助けてくれるのであれば相談しようというふうに考

えるのだと思うんですけれど、ちょっと、ここの部分では、そういったメッセージがないのか

なと思います。 

もう一つ、児童生徒向けのリーフレットがあります。これも、うーんと思うのだけれど、

うーん思うのは１点、相談してねとあるので、こういったことは虐待に当たるんだよ、そうい

ったときはぜひ相談してくださいというのは、そのとおりだと思うのだけれど、片一方で相談

したら、お父さんお母さんにばれてしまうのかもしれないよねと思ったら、相談もしづらいわ

けですよ。そういう意味では、秘密をきちんと守るから、そういった部分が必要なのかなと思

います。そこを考えると、こういったものをつくるときには、教育委員会単独で、例えば担当

者の方々が、うーんと頭ひねってつくられて、よし採用というような形なんですか。それとも

子育て支援課、ないしそういったところと、こうやってつくろうと思っているのだけれど、ど

うかという協議の場というのは、このチラシに限らずあるのですか。 
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○学校教育課長 

 質問議員がおっしゃるとおりです。令和元年度は、お互い協議し合って作っておりますが、

２年度、３年度に関しましては学校教育課のほうがつくりまして、みんなでこれでいこうかと

いうことを決めて提案をしております。その後、子育て支援課のほうには提示をしている段階

で、今後、質問議員おっしゃいますような、いろいろつけ加えられなくてはいけない部分、ま

た協議しなくてはいけない部分は、参考にしながら来年度に向けてのリーフレットを作成して

いきたいと思います。 

○江口委員 

 あと、このリーフレットも大切なんだけれど、一番大切なのは、その手前できちんと人権、

午前中も川上委員の質問の中で、子どもの権利というところがありましたけれど、そこをきち

んと教える。そしてなおかつ、こういったものが虐待なんだ、そしてそういったときはきちん

と相談してね、なおかつ、そのときはきちんと秘密は守られるよということをお伝えした上で

チラシがあると、そうやってあのとき言われたなと思うのだけれど、そこの部分は、もっとも

っとやっていかなくてはならないと思います。そこの部分で、現状、子どもが自分を守る、そ

ういった意味で子どもの権利ないし子どもの人権というふうなところを学ぶ、この虐待を含め

て学ぶというプログラム、機会というのは、何らかの機会がございますか。 

○学校教育課長 

 学校教育としましては、年間指導計画がございまして、その中に各教科、または特別の教科

道徳の授業、特別活動の授業を関連させながら授業を進めております。また、虐待、いじめに

関する問題は人権侵害につながりますので、教職員の校内研修を行いまして、人権週間等で子

どもたちに人権の大切さを教えながら、また、そこからいじめとか虐待とか、さまざまな事案

につきましては、子どもたちに伝えていっている次第でございます。 

○江口委員 

きちんと系統立てて、しっかりとやっていただきたいと思います。せっかくやるのだったら、

きちんと子どもに、そして保護者にも伝わるプログラムをやっていただきたいと思うんです。

実はおとといになりますけれど、教育部長は来られたんだけれど、「『がっこう』と『きま

り』の距離感について 『こども六法の使い方』の著者と考える」といって、「こども六法」

という本がありますよね、知っていますか。結構ベストセラーになったんだけれど、その著者

が、実は飯塚と縁のある方で、おとといが２回目、元野木書店の２階で、講演会でもないな、

会合があったんです。ベースとして、やっぱり人権なんだよ。子どもの権利なんだよ。その上

で、それを守るために、お互い守るためにどうしようというところから、きちんとスタートす

る。そこを間違えると、義務を果たさなかったら権利がないとかいう話がある。そうではない

ですよね。もともと生まれながらに権利、人権というのはあるんだと、そういった話がありま

した。何度か紹介したことがあるのですが、ＣＡＰというプログラムがあります。これは暴力

防止、子どもが暴力に対して自分で自分を守るためのプログラムでもありますけれど、ある意

味、虐待ということでも考えられますし、自殺防止という形でも考えられます。そして、そう

いった意味でも、自殺防止というふうな形でやるのだったらというふうな形で、補助金があっ

たりもするんです。以前、このＣＡＰのプログラムは、飯塚市内でも結構な小学校とか中学校

とかで、ＰＴＡが呼んだりしてやってはいたのですけれど、最近はあんまり聞かなくなりまし

た。ただ佐賀、福岡とかでは、以前も紹介しましたけれど、かなり広くやるようになってきて

います。こういったプログラムを含めて、きちんと子どもに、そういった届く授業をしていた

だきたいと思うわけですが、いかがですか。 

○学校教育課長 

 昨年の管理職研修会の際に、「にじいろＣＡＰ」の方より、学校における児童虐待の早期発

見及び対応につきまして、お話をいただいたところです。学校の導入の経緯につきましては、
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現在、先ほど申しましたように、年間指導計画に沿って各教科の授業時数を確保しなくてはな

りません。今現在、コロナ禍は少し収まっておりますが、またいつ第６波が起きて、緊急事態

宣言が出されるかわからないということで、授業数の確保というのは、今現在かなり難しいと

いうか、気になるところでございます。ＣＡＰの導入につきましては、大変中身もすばらしい

と思いますので、今後、学校長、校長会のほうで意見を聞きながら、話し合いながら、今後の

ことを考えてまいりたいと思います。 

○江口委員 

何もＣＡＰでなくてもいいんですよ。ほかにもプログラムあるので、その中で、やっぱり届

くよねと思うものをきちんとやっていただきたい。授業数を確保することは大切ではあるんで

すけれど、その授業の中に組み込むことも可能ですよね。そういった工夫をしっかりやってい

ただきたいと思います。必要であれば、ある意味、これは虐待防止という条例でうたわれてい

る中でも必要とされていることですので、そういった意味でも、きちんとやっていただきたい

と思います。 

もう一点、今回やっぱり、残念ながら３児童の死亡という状況があるわけですが、こういっ

たことになるとき、いつも言われるのが情報共有がうまくできていなかったという話になりま

す。それは目黒区の事件とかでも同様でした。その中で、当時言われたのが、児童相談所がフ

ァックスで情報交換、情報共有をしていると。いや、そんなやり方はもうないよねという話が

あって、何とかシステム化という話があった。その中で、たしか６月の委員会でも紹介しまし

たけれど、ある民間会社が、うちのシステムをどうぞ使ってくださいね、５年間はただでいい

ですよというお話もなされた。そこに関しては、私も視察にお伺いいたしましたし、その視察

に行くときに子育て支援課のほうからも、これとこれとこれと、ぜひ聞いてきていただけませ

んかということがあって、それに対してもきちんと結果をお渡しして、なおかつその後、その

民間会社の方が飯塚に来られた際に、担当課も２名来られてお話を聞かれている。今回の３児

童死亡の状況の中で、もしあのシステムがあったら、別な結果だったかもしれないというのは、

６月のときにもお話ししたとおりです。６月か、その前からお話ししたと思います。この情報

共有のシステム化を本当に急ぐべきだと思いますし、なおかつ、よくこういうときに問題にな

るのは費用なんですよね。以前も福祉部とその話をしたときに、予算要求の前までいったのだ

けれど、やっぱり費用がということで、だめになったのが数年前です。ところが今は、そうい

った話があって、無償で使えるチャンスがある。でも、この話をして１年以上そのままなんで

す。午前中にギアを変えるべきだと言いました。本当に変えないと、何でこのままか、何で変

わらないのか、何人死ねば変わるのかと言われかねません。早急に、どれでもいいです。お金

がかかってもいいと思う、正直な話。そちらのほうがいいシステムと思えば。その部分を支援

拠点のスタートまでにはやるべきだと思いますが、検討状況はいかがですか。 

○子育て支援課長 

 情報共有につきましては、現在、国が主体となって要保護児童の情報共有システムが構築さ

れております。こちらについては、転居時の自治体間の情報共有や児相と自治体の日常的な情

報共有のための仕組みとなっております。本市では、このシステムを利用したいと考えて、今

現在、準備したいと考えて検討しているところでございます。質問委員がおっしゃっている、

ご紹介いただきました情報共有システムにつきましては、いろいろ市でも確認をいたしました

が、今のところ外部の機関、例えば児相だったり、警察だったり、そういったところとの連携

はないということを聞いておりますので、今後、連携の方法というものをしっかりと考えなが

ら、さらに検討していきたいと考えております。 

○江口委員 

 国が考えているのは、転居時の部分、それはそれで必要ですよ。だけど、みんながみんな転

居するわけではないわけですよね。児相と市町村、それはもちろん必要ですよ。だけど、片一
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方で、考えてみてください、この前の３児童の件。欠席だった、欠席だった、３児童とも欠席

だったわけでしょう。それがシステム上で、要保護児童となっていて、その家庭の子どもが全

部休みなんだというのが、その日にわかったらアクションしませんか。例えば、病院に子ども

が運ばれてきたと。じゃあ、この子どもの背景はどうなんだろうといったときに、役所が休み

だったら、夜間だったら、どうしますか。だからシステム化が必要だという話がある。ずっと

前から拠点病院からあっているでしょう。当然のことながら、それぞれの役割に応じて、情報

共有の範囲というのは変わると思いますが、それでも、毎回毎回電話しますか。夜中２時に課

長のところに電話入れて、入れるほうも嫌ですよね。入れられるほうも嫌ですよ。現実的に無

理ですよ。毎回毎回、電話しますか、この家庭の子どもが休みです、この家庭の子どもが休み

です、この家庭の子どもが休みですといって。私が見に行ったのは南丹市です。南丹市も、今

はこのレベルなんだけれど、この次はこうしたいと、要するに児童相談所にも入れていただき

たいし、あそこは一部事務組合で病院があります。南丹市ではなく、その地域でほかの自治体

とともに一部事務組合で病院をつくっています。その病院との接続に関しては、多分もうでき

ているころだと思います。私がお伺いしたときで、もう最後の詰めに入っていますというふう

な形でした。ほかの自治体も、あれから続々とふえてはきているんです。何でやらないのかが

わからない。やりたくない理由でもあるのかなとさえ思ってしまうんです。部長、いかがです

か。 

○福祉部長 

 今言われて、情報の共有というのは非常に重要なことだと認識しております。それで今、現

時点では、紙ベースや電話、これで出欠、保育園、学校等の出欠について、子育て支援課のほ

うに連絡をいただいているというような状況でございますけれども、今、担当課長が話しまし

たように、まず今、国の持っております行政専用のネットワークを使って、まず児童相談所と

の情報共有を、ここすらできておりませんでしたので、まずこれを皮切りに、どのような関係

機関との情報共有、情報共有も全てを共有するというようなことにはならないと思いますので、

情報の取捨選択、そこら辺を考えながら情報の共有システム化、これについても考えていきた

いというふうに考えております。 

○委員長 

 暫時休憩いたします。 

休 憩 １４：１２ 

再 開 １４：１９ 

 委員会を再開いたします。ほかに質疑はありませんか。 

○江口委員 

 今、前向きと思えるような答弁があったんですけれど、杉並区も６月からスタートしている

というのがプレスリリースで出ています。まずスタートしているのは、区立の保育園３７園と

児童出欠状況の情報共有を開始とあるんですね。今までは保育園や学校から月に１回の出欠状

況を表計算ソフトやメールで提出いただいていましたが、毎月１００通のメールが来て大変だ

ったと。今回、そのシステムを採用することで、連絡がタイムリーに行えるようになったと。

これをスタートは区立保育園なんだけれど、私立保育園、幼稚園、学校などの関係機関との情

報共有での活用を進めていきますとあるんです。当然、その子どもにかかわる諸機関はいっぱ

いあるので、市の機関以外からも情報をもらわなければいけないわけです。さっき、部長は、

電話で連絡いただいていると言っていたんだけれど、それって、本当に出欠状況を、要保護児

童全員の分を毎日電話で受け取っているわけですか。そこの確認は、どの程度出されています

か。同じような月１回とか週１回とか、そんな形ではないかと思うのですが、現実はどうです

か。 

○子育て支援課長 
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 要保護児童の出席状況を定期的に確認するのではなく、休みが続いた場合等に、学校や保育

施設から連絡をいただくような形となっております。 

○江口委員 

 つまり、即時性という意味では一歩遅れるわけでしょう。何日から休みが続いたというお話

ですか。何日休みがあったら、連続したら連絡していただくようになっているんですか。 

○子育て支援課長 

 何日という取り決めはしておりませんが、保護者の方との連絡を学校はされていると思いま

すので、そちらで連絡がつかなかったり、心配なことがあった場合に連絡が来ている形でござ

います。ですので、逆に言うと、毎日、その出席状況を児童相談室が確認するというのであれ

ば、即時性があるのかもしれませんが、実際に問題が起こりそうな場合、欠席が続いたり、心

配なことがあった場合については、電話等ですぐに対応しているのが現状でございます。 

○江口委員 

 副市長、今の話を聞いてどう思いますか。何日休みが続いたら、何日かは決めていないわけ

です。そして、それぞれが保護者と連絡が取れていたら大丈夫といって連絡はとらないかもし

れないわけですよ。これでいいのかなと。それを変えるための仕組みがある。この南丹市にお

伺いしたときに言われていたのは、このシステムが入って、システムを入れたことで、子育て

支援課、虐待担当課と実際の保育とか学校の現場との垣根がすごく低くなりました。情報共有

が密になりました。今までは連絡してなかったことも、すぐ連絡するようになりましたという

わけですよ。そうですよね、あの人に電話して大丈夫かなと考えなくてもいいんだから。ちょ

っとした作業をするだけで、ぽっといく。今、皆様方、ご家庭でもＬＩＮＥとかで連絡するわ

けでしょう。家に電話するときは、昔は家に電話するのは大変だったけれど、すっと連絡をす

るから、ＳＮＳで連絡をするから、非常に手軽に連絡がとれるわけですよね。そういった武器

があって、この前の事件でも、保護者からは、これこれこういうことでという連絡があったわ

けでしょう。３児童の死亡事件でも、これこれこういうことで、実際は違った、うそだったか

もしれないんだけれど、連絡があっていた。だから、それを信用してしまった。３人の子ども

が一緒に休んでいるということもわかっていなかったわけです。そういったサインをどうやっ

てうまく細かく拾うか、そのためのシステムでしょう。こちらのほうがよっぽど国とのシステ

ムよりも大切ですよ。国とのシステムに関しては、引っ越しのときですよね。今いる子どもた

ちの日常を守る、そちらのほうが大切ですよね。副市長、福祉部は、今ああいったお話でした

が、残念ながらきょうここに市長はおられません。ここにおられる中のトップは副市長、あな

たです。今すぐでもやれることがあるんです。それを、私が先ほど聞いたのは、支援拠点のス

タート、来年度にはきちんとそれをやり始めていただきたい。まだ３カ月、４カ月先の話です

よ。どれでもいい。南丹市がやったシステムではなくても構いません、有償でも構いません。

やり始めるべきだと思いますが、いかがお考えですか。 

○久世副市長 

 先ほど担当部長も答弁いたしましたけども、私どもも常にこういった対応、対策、子どもた

ちの命を守るために、常に進歩していかなければならないという気持ちは、これは当然、同一

にしております。今の質問委員がご提案いただきました内容等についても、担当部局のほうで

も研究はしていると思います。午前中もちょっと答弁させていただきましたが、こういったも

のについては、当然のことながら迅速に取り組んでいくべきだと考えておりますので、担当部

局等を含め検討してまいりたいと考えております。 

○江口委員 

 迅速にという時間軸が、世間一般とかわりがないようにやっていただきたい。検討している

間、子どもたちの生活が止まっているわけではありません。日々の生活があります。ぜひ、そ

の点についても、担当部署として、しっかりやっていただきたいし、それを市長、副市長がき
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ちんと後押しをして、というよりも、これをやれとしっかり言っていただきたいということを

お願いして終わります。 

○委員長 

 ほかに質疑はありませんか。 

 （ な  し ） 

 本件については、引き続き調査をしていくということで、本日はこの程度にとどめたいと思

います。 

 次に、「ＩＣＴ教育について」を議題といたします。提出資料について、執行部の説明を求

めます。 

○学校教育課長 

「ＩＣＴ教育について」説明をさせていただきます。今回は、学習用タブレット端末の活用

状況及び使用するときのルール、通信状況について、資料を提出させていただいております。

また前回、資料要求がありました学習用タブレット端末に係る予算資料を、今回あわせて提出

させていただいております。 

それでは、資料１ページ目をお願いします。まず、「学習用タブレット端末の活用状況につ

いて」でございますが、市立小中学校では、８月の本市の新型コロナウイルス感染症感染状況

に鑑み、夏休み後半の出校日を中止しまして、９月２日から９月１０日までを短縮授業として、

帰宅後の午後に学習用タブレット端末を用いたオンライン学習を実施いたしました。資料

１ページの上段の表には、短縮授業期間中のオンライン学習の実施状況でございます。内容と

しましては、ビデオ通話アプリのミートを使って、学校と家庭との通話確認を実施した学校が

２６校と一番多く、全体の８９．６％となっております。続きまして、デジタル教材のタブレ

ットドリルを使用した学習が２４校で８２．７％、授業支援アプリ、グーグルのクラスルーム

やロイロノート等で課題を配付し、児童生徒に提出させる学習が１８校で６２．０７％となっ

ております。また、同時双方向型のオンライン授業のような学習を実施した学校は１７校で

５８．６２％となっております。各学校では、学年に応じたオンライン学習を実施したところ

でございます。具体的な例を挙げますと、緊急事態宣言下のため、学校ではできない合唱や楽

器などの音楽の授業を実施した学校もございます。 

次に、下段の表は短縮授業期間中のオンライン学習で課題になったことのアンケート調査結

果でございます。市立小・中学校全域でオンライン学習の実施が初めてであったため、オンラ

イン学習の内容と、それを実施する上での課題を把握するため、グーグルフォームによるアン

ケートを実施いたしました。教師の操作スキルの向上を課題と答えた学校が一番多く、１６校

の全体の５５．１７％となっており、次に、児童生徒の操作スキルの向上が１０校で全体の

３４．４８％となっております。各学校では感染症による休校等に備えまして、夏季休業期間

中に校内研修を実施するなど、しっかりと準備していただいておりました。９月上旬のオンラ

イン学習の実施は、子どもたちや先生方にとってよいシミュレーションの場になったのではな

いかと考えられます。通信環境を含め学校側の課題や、児童生徒側の課題を把握することがで

き、今後の取り組みに活かしていきたいと考えております。 

次に、資料２ページをお願いいたします。学習用タブレット端末を安全に効果的に活用する

ために、学校や家庭で使用するときのルールを決めております。ルールを区分ごとにまとめま

すと、目的外に使わないこと、使用するときの注意点、安全に使用するための約束、健康面で

気をつけることの４点になります。これらのルールは児童生徒の周知や指導はもちろん、家庭

でも気をつけていただけるよう周知しております。特に、安全な使用と健康面のルールにつき

ましては、各学校から機会あるごとに保護者への周知や児童生徒の指導を行っておりますが、

教育委員会におきましても、保護者向けに発行しておりますＧＩＧＡスクール通信に記載する

など、継続的に周知や注意喚起を行っていきたいと考えております。 
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次に、資料３ページをお願いいたします。この表は学習用タブレット端末の導入前と導入後

の通信量を数値化したもので、上段はその月の最大値、下段はその月の平均値になります。恐

れ入りますが、前回８月５日の委員会において資料要求により提出いたしました「０３ 小中

学校回線情報」をごらんください。小中学校のインターネット回線の構想は、学校を６つのグ

ループに分け、それぞれのグループから外部データセンターに接続し、外部データセンターか

ら２つの回路に分け、インターネットに接続しております。表の機器名称欄の回線収容ルータ

①と回線収容ルータ②は、外部データセンターからインターネットに出ている部分に設置して

いるルータでございます。その中のＶＰＮルータ①からＶＰＮルータ⑥は、６つのグループか

ら外部データセンターの受け口部分に設置しているルータでございます。どちらの表も学習用

タブレット端末導入前の２月と４月以降を比較いたしますと、ほとんどのルータで通信量が増

加しており、各学校において学習用タブレット端末を使用していることがわかります。なお、

この資料では、発生した通信量はわかりますが、速度やつながりやすさについては、実際に使

用してみないとわからないため、５月中旬から６月中旬に各学校へ通信状況の不具合について

調査をいたしました。この結果は、前回委員会で資料要求されましたので提出いたしておりま

す。この調査結果や通信量等をもとに検証いたしましたが、アクセスの集中により十分な速度

が出ておらず、ボトルネックになっていることがわかりました。そのため、１０月上旬に学習

用タブレット端末で使用するネットワーク構成を、外部データセンターではなく直接インター

ネットに接続する方式に変更し、現在、通信状況の検証を行っているところでございます。変

更して１カ月ほどたちましたが、各学校への通信状況の聞き取りを行ったところ、ストレスな

く学習用タブレット端末を使用できていると報告を受けております。今後も引き続き検証を行

い、通信環境の安定化を図ってまいりたいと考えております。 

最後に、４ページをお願いいたします。前回、８月５日の委員会におきまして、資料要求が

ございました学習用タブレット端末の予算に関する資料でございます。学習用タブレット端末

や通信ネットワーク整備等の「整備費」、ネットワーク保守管理業務や通信料などの「維持

費」、ＧＩＧＡスクールサポーター配置やＩＣＴ活用推進事業を「その他」に分類し、令和

２年度は決算額を、令和３年度は予算額と９月末時点の執行額を記載しております。簡単でご

ざいますが、以上で説明を終わらせていただきます。 

○委員長 

 説明が終わりましたので、ただいまの説明に対する質疑を含め、全般についての質疑を許し

ます。質疑はありませんか。 

○川上委員 

 きょうは児童虐待案件とＩＣＴ教育案件ということだったんだけど、市長は当初から公務を

理由に出席していないし、教育長も途中で退席されましたよね。それで福祉文教委員会として、

説明は今、聞きましたけれど、このまま調査をきょう続けるかということについて、ちょっと

判断したほうがいいのではないかと思うのですけれど。 

○委員長 

 暫時休憩いたします。 

休 憩 １４：３９ 

再 開 １４：４３ 

 委員会を再開いたします。質疑はありませんか。 

○江口委員 

 資料提出ありがとうございます。１点ちょっと資料を提出していただきたいものがございま

す。今回、この回線とかを設計するに当たり、参考にした資料等があると思います。そちらに

ついて提出をお願いいたします。委員長、お願いします。 

○委員長 
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 執行部にお尋ねをいたします。ただいまの江口委員から要求があった資料は提出できますで

しょうか。 

○学校教育課長 

 はい、提出させていただきます。 

○委員長 

 お諮りいたします。ただいま江口委員から要求がありました資料については、要求すること

にご異議ありませんか。 

（ 異議なし ） 

 ご異議なしと認めます。よって、執行部に資料の提出を求めます。 

 暫時休憩いたします。 

休 憩 １４：４４ 

再 開 １４：５５ 

 委員会を再開いたします。資料の準備ができたようです。サイドブックスに掲載いたしまし

たのでごらんください。ほかに質疑はありませんか。 

○江口委員 

 先ほど、９月ぐらいまでは通信状況が悪い部分もあったんだけれど改善をしたという話があ

りました。改めて、そこはどういった形をとられたのか、ご案内いただけますか。 

○学校教育課長 

 学習用タブレット端末につきましては、学校から直接、インターネットに接続する方式に変

更したところでございます。 

○江口委員 

 出していただいている回線状況の資料、８月に出された分ですね。これで言うと、学校数は

それぞれありますよね。それぞれの学校からＶＰＮデータセンターを経由せずに、そのまま外

部のネットワークにつないだというふうな理解でよろしいですか。 

○学校教育課長 

 はい、そのとおりでございます。 

○江口委員 

この部分に関しては、回線としてはその下にあるように、ＮＴＴのフレッツ光ネクストを使

っているというふうなことでいいんですよね。そうすると、１ギガでそれぞれの学校から外に

出ていくというふうなことですよね。 

費用の資料を出していただきました。「ＩＣＴ教育について」の４ページに出していただい

たんですけれど、これの一番下を見ると、費用の部分で、「維持費」でモバイルルータの通信

料というのが、令和３年度で１１４３万７千円、予算額として上げられています。その中で、

執行額９月末時点で１２６万９３９１円の執行となっていますが、以前は回線が厳しいときに

は、各学校でもモバイルルータを使って、授業が止まるのを避けていたというふうなお話を聞

きました。今、言われたように、直接外に出て、ローカルブレークアウトでやっているという

ふうな形ですが、そうなると、そこの部分をきちんとやれたので、学校で使っているモバイル

ルータに関して、学校にあるモバイルルータに関しては、そんなにこれから先は使わずにいけ

そうだというふうな理解でよろしいですか。 

○学校教育課長 

 学校で活用する場合に関しましては、そのあたりは安心して使えるようになっております。 

○江口委員 

 今のところ通信回線に関しての障害は、もうなくなった、現状においては問題ないというふ

うなところでよろしいですか。 

○学校教育課長 
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 ただいま調査も行っていますので、正式にわかるのが、まだ日にちがかかりますので、正式

なお答えは、次回の委員会あたりで答えられるかと思います。 

○江口委員 

 わかりました。ありがとうございます。活用状況を資料の１ページに出していただきました。

これを見ると、双方向のオンライン授業のような学習に関しては、小学校で１１校、中学校で

６校、実施割合としては５８．６２％となっています。ただこれも同時に使っているわけでは

ないでしょうし、全てのクラスが、例えばみんな子どもさんが家庭にいる状況の中で、同時に

やっているわけではないと思うのですが、回線としては同時双方向のオンライン授業をやった

場合には、全体のどの程度まで、例えば、小学校６学年で１２クラスあったとします。１２ク

ラス中何クラスまでが、この回線でいけるというふうな状況でしょうか。 

○学校教育課長 

 ９月の段階では全体で使うということはなかなか難しかったのですが、今回、ローカルブ

レークアウト方式を使うことによって、現在のところ大丈夫という状態ですが、使っている内

容が動画等、またいろいろ種類が違いますので、そういうのを含めまして、また次回、報告で

きるかと思っています。 

○江口委員 

 この同時双方向のオンライン授業のような学習というのは、まさに動画というか、データが

一番重い形になるかと思うのですが、前も接続テストを早くやろうよというお話をさせていた

だきました。ここがしっかりやれるかやれないかが、やってみないとだめだと思うので、例え

ばどこかの１校とかでもいいんだと思うんです。実際にやってみて、私が言ったのは、例えば

授業参観みたいな形とかもありだと思いますし、タブレットをご家庭に持って帰っていただい

て、お父さん、お母さん、これで授業参観を見てくださいね、それで状況を教えてくださいと

いうふうな形だったら、これと疑似的に同じ状況がつくれると思います。それで現実には見る

のは保護者ですから、そこは回線がだめだったとしてみても、授業には差し支えはないとかあ

ったりするので、そういったことも含めて、ぜひ実験を早急にやっていただきたいとお願いを

いたします。 

○委員長 

 ほかに質疑はありませんか。 

○川上委員 

 ８月５日の福祉文教委員会で、ＩＣＴ教育の流れについて、教育改革大綱からＩＣＴの推進

計画をお尋ねしました。要するに、飯塚市学校ＩＣＴ環境整備推進計画が目下のところは、環

境という点で言えば、基本的なものかなというふうにも理解しております。これが２０１９年

３月に策定されるんですけれど、２０１８年度からの５カ年計画ですので、来年度までが計画

年度になっております。それで、先ほど来、環境のことについて質疑があっておりましたけれ

ど、今、第４年度まで来ているわけですけれど、総括的に言うと、ほぼ計画は達成をしている

というようなことになるのでしょうか。 

○学校教育課長 

 質問議員おっしゃいますように、計画どおり現在のところ進んでおります。 

○川上委員 

 そうすると、もう来年度はすることはないという感じになるんですかね、２０２２年度。 

○学校教育課長 

 電子黒板が特別教室にまだ入っておりませんので、それを来年度、進めてまいるところです

ので、まだまだ来年度以降も行うことは、もちろん続けてさせていただきます。 

○川上委員 

 電子黒板ですか、電子黒板はあと何教室分ぐらい要るわけですか、特別支援教室。 
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○学校教育課長 

 特別教室で、理科室とか家庭科室とか、あと１０１台となっております。 

○川上委員 

 それは来年度整備、来年度のいつまでの整備ということになるのですか。来年度中ですか。 

○学校教育課長 

 当初予算が通り次第、速やかに進めてまいりたいと考えております。 

○川上委員 

 ちょっと細かいこと聞いて、ちょっと時間がもったいなかったですね。それで、これについ

て言えば、この計画について言えば、第３章の第２節に教育目標が掲げられていますよね。児

童生徒の情報活用能力の育成とあります、１番に。わかりますか、２０１９年の推進計画。 

○委員長 

 暫時休憩いたします。 

休 憩 １５：０６ 

再 開 １５：０９ 

 委員会を再開いたします。 

○学校教育課長 

 第３章のＩＣＴ活用における飯塚市の教育につきまして、児童生徒の情報活用の能力の育成

につきまして、どのような生徒像かと申しますと、情報と情報技術を適切に活用するための知

識と技能を身につけた児童生徒、また課題解決のために情報活用の計画を立て、評価、改善し

ながら実行する児童生徒、また、情報や情報技術をより良い生活や維持可能な生活の構築のた

めに活用し、情報社会に主体的に参加しようとする児童生徒のことでございます。 

○川上委員 

 そうなっています。それで、ここは、それを含めて教育目標というか、厳密に言うと教育目

標は２つだけなんですね。１番が児童生徒の情報活用能力の育成でしょう。２番が主体的・対

話的で深い学びを実現する授業づくりでしょう。教育目標で、３番目に書いてあるのは、公務

におけるＩＣＴの活用となっているので、これ教育目標かなという気はしますけれど、基本的

に２つだと思います。そういう理解でよろしいですね。そうすると、電子黒板の問題は、課題

はあるとしても、ここまで来ている段階で、この教育目標に照らして、本格実施は本当は５年

度以降だったのでしょうけれど、もう入口に入ってしまっているので、部分的な成果が出てい

るのではないかと思うんですよね。それについて、今お聞きできれば部分的な成果でもお聞き

したいと思うし、どうですかね。少しまとめたものがあるか否か。 

○学校教育課長 

 成果といいますか、１人１台の端末が早く配付されることによりまして、児童生徒は一人一

人、個に応じた学習が進められるようになってきたということが挙げられます。そのほか、さ

まざまなアプリを使いまして対面的に学習し、生徒の主体的・対話的で深い学びに一歩近づけ

たというふうなところが成果として挙げられると思います。 

○川上委員 

 大体は年次ごとに整備をし、成果と課題を明らかにし、次年度、２年度に入り３年度に入り

ということで、そういうイメージで取り組んだと思うけれど、そうならずに今度一気にという

ことになっていて、それで、今、半年ばかりの実践が、不規則実践ですよね。その成果が今、

見えたというところだろうと思いますし、また大きな課題も見えていると思うのだけれど、こ

れは、今後どのように目標に照らして成果を整理して、課題を明らかにしていくというふうに

なっていくのか考えていることがありますか。いつごろまでにどうこうするとかいう。 

○学校教育課長 

 まだまだ、このＧＩＧＡスクール構想が始まって半年しかたっておりませんので、教師で言
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いますと、まだまだクロームブックに、１人１台の端末にまだまだ慣れていない部分がありま

すし、まだ始まったばかりですので、先生方の個人差がありますので、そのあたりを調整して

いかなくてはいけないし、タブレットを使えばいい授業か、そうではないということを検証し

ていくところがあります。子どもに対しましても、健康面またモラルの面で、今は大きな問題

は上がっておりませんけれど、全国的にタブレットを使ったいじめとか事件も起きております

ので、そういうことが飯塚市で起こらないように、子どもたちに、また保護者に周知徹底でき

るようなことをしていくことが、次の課題だと考えております。 

○川上委員 

今、大事なことをおっしゃったと思います。それで、つまり私の受け止めは、技術的な能力、

スキルを身につけることは重要だけれど、非常に大事だと思うのですけれど、基礎学力だとか、

心の育ちとか、体の育ちとか、いろんなわざのこともあるでしょうけれど、そうした点を、タ

ブレットを持たせれば何か、ばっと国際人になって、何か特別いいことが起きるというふうに

は、なかなか考えないほうがいいと思うという点で受け止めました。それでいずれにしても、

少し時間はかかると思いますけれど、不当に教育に影響が出るような負担がかからないように、

教育実践をまとめて、成果を明らかにし、課題を明らかしていくというようにされたらどうか

というふうに思っています。 

その際に、感染症が完全に収束したわけではないし、６波の心配もされる中ですので、それ

を含めた、その場合の余儀なく登校できない場合の対応も含めたものが必要だと思っています。

それで、私は学力・心・体という点で、このＩＣＴの問題をどう位置づけるのかというのがあ

るんだけれど、それについても、子どものクラスの人数が少ない少人数学級が、ＩＣＴ教育を

推進する上でも鍵ではないかなと。大人数の中でというわけにはいかないのではないかなとい

う気もします。それで、そこのところもあわせた中で、今後の課題を明らかにしていかれるの

がいいのではないかなというふうに思っていますけれど、ここで教育長に見解を聞くところだ

ったんですね。この教育長の見解については、次の機会に答弁を求めたいというふうに思いま

す。委員長、質問を終わります。 

○委員長 

 ほかに質疑はありませんか。 

○吉松委員 

 ＩＣＴ教育の資料の１ですね。ＩＣＴ教育というのは新しい教育分野というところで、８月

の委員会でもいろいろ意見も出たところなんですけれども、この資料の１で、９月のオンライ

ン学習というところなのですが、やっぱりこのＩＣＴ教育というのに一番懸念があるというの

はデジタルデバイド、これだと思います。これは情報格差ですけれども、学校間でもありまし

ょうし、家庭間でもあると。これ、非常に避けて通れないというか、これが一番肝だと思うの

ですけれども、この表で見て、そういう格差、デバイドというのが見て取れるかなと思って見

ていたのですけれども、なかなかそこはあらわれていないかなと思うのですが、（２）で課題

というところも指摘がされておりますけれども、この指摘の中にも、これがあらわれていない

ような気がするんですね。それで次のページに、使うときのルールというのが、るる書いてあ

るのですけれども、このデジタルデバイドについて検証したのかというか、その辺の対策と言

いますか、そういうことをどういうふうに考えているかお尋ねいたします。 

○学校教育課長 

 市内２９校ありますが、小中学校で同じレベルで学習用タブレット端末を活用しているとは、

現在のところできているとは考えておりません。ですので、このＩＣＴ研究指導員と連携をし

ながら重点的にサポートしたり、私たちが学校訪問することで、どの学校でも活用できるよう

な支援体制といいますか、その学校のＩＣＴ担当のほうに投げかけて、どこの学校でも、どこ

でもできるような形を来年度進めていきたいと考えております。 
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○吉松委員 

 初めてのことなので、家庭によっても非常に環境が違うだろうと思いますし、学校でも専門

的な先生もおられれば、小さい学校でおられないというような学校もあると思いますので、落

ちこぼれのないように、先生の落ちこぼれもないようにやっていただきたいと思います。 

○委員長 

 ほかに質疑はありませんか。 

○江口委員 

 すみません、ちょっと忘れ物がございました。まず、このタブレット端末に関して、教師側

に関しては、もう整備が終わったというところでよろしいですか。それともまだか、いかがで

すか。 

○学校教育課長 

 教師用のパソコンは全部そろっておりますが、子どもたちと機種がちょっと違うというのが

現在のところございます。 

○江口委員 

 タブレットの場合、ケースを使ったりするのですけれど、そこに関して、ある学校では学校

で調達をしたというところがある。ある学校は各自それぞれ用意してくれというところがある。

ある学校はタオルにくるんで持って帰れというところがあるとお聞きするのですが、もう今年

はしょうがないです。なんだけれど、来年度以降、ぜひ考えていただきたいのは、市のほうで、

ある意味、市内の縫製業者さんに、こういうのを作ってとお願いをしてやると、費用的にも安

く上がると思うので、ぜひそれを検討いただきたいと思いますが、いかがですか。 

○学校教育課長 

 １人１台タブレット端末は非常に高価なものですので、まずは、しっかりかばんの中に入れ

て持って帰ると。まず自分で自分のものはきちんと大切に扱うということで、まず教えていき

たいなと思っております。現在のところ、やはりそのタブレット端末を落として壊したという

子は、手持ちのかばんを投げて落としたとか、そういうまず大切さというのを教えていくこと

が大事かなと考えておりますので、まずそのあたりを学校のほうにきちんと、もう一度周知し

ているというところでございます。 

○江口委員 

 そのままかばんに入れたら、ランドセルに入れたらいいんですよということだったらいいん

ですよ。だけれども、学校によってはタオルにくるんで持って帰れということを指導するわけ

ですよ。要はそのままでは心配だというところがあるわけです。いらないのであれば、そんな

の使わなくていいよと。そうやってやっている中で、壊れた分はちゃんと学校でやるからとい

うのだったらいいですよ。そうでなかったなら、やっぱりそこは、足並みをそろえる必要があ

ると思うんです。そのときに、各自で買う学校と、学校でそろえるところがあったらどうなの

かなと思う。また、なおさらのこと、もう大量に市内の仕事をつくるという意味でも、ある意

味、大量にするとコストも下がる部分があると思うので、それを検討していただきたいと思い

ますが、いかがですか。 

○学校教育課長 

 この学校格差につきましては、今後検討させていただきます。このカバーにつきましては、

自主校長会、小学校の校長が集まって、中学校の校長が集まって、その話し合いを、タブレッ

ト配布のときから話し合っていただいていますので、もう一度そのあたりからお話を進めてま

いりたいと思います。 

○江口委員 

 話し合いが進んでいて、それが統一になっていたらよかったんですけどね。続いて、このタ

ブレットに関しては、子どもたちがアプリを入れようと思ったらできるのかどうかが１点。あ
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と、休校期間中に塾等のコンテンツを使って学習をしようという声かけがあったというふうな

話を聞きますが、それが実際にあったのかどうか。そしてもう一点、ほかの用途に使うとき、

タブレットがあるんだけれど、これをほかに使いたい。例えば、ユーチューブはだめなんだけ

れど、例えば学習支援、オンラインでの学習支援をやっている団体とかもあります。そういっ

たところが、これを使ってやりたいのだけれどというふうな形になったときに許可が出るのか

どうか、そういった分、また自分で何らかの、例えばプログラミングの勉強を自分でやりたい

のでとなったときに、タブレットを使っていいという形になるのかどうか、その辺りはいかが

ですか。 

○学校教育課長 

 現在のところ、教育委員会の許可が必要となっていますので、自由にダウンロードすること

はできません。また、学習に関しましては、現在、塾の件でタブレットを活用したいという件

は、まだ私たちのところには入ってきておりません。 

○江口委員 

 アプリのインストールはできないということですね、それについては制限がかかっている。

それはもう入れようと思っても入らないということですよね。その次は、休校期間中に、例え

ば塾等のコンテンツを使って自宅で学習しなさいという呼びかけがあった学校があるやに聞い

ています。去年の４月、休校がありましたよね、そういったときに、そんな呼びかけが実際に

あったのかどうか。実際には、すぐそばの中学校であったと私は聞いているのですが、そのほ

かも含めて、それが事実かどうかの確認と、あともう一点が、塾ではないんだけれど、オンラ

インの学習支援とか、そういった部分をこれを使ってやりたいのだけれどというふうな話があ

ったときに、それについて検討していただけるのかどうか。あと、自分でプログラミングの勉

強がしたいのでといったときに、こんなアプリ入れたいけどどうかというご相談ができるのか

どうか。 

○委員長 

 暫時休憩いたします。 

休 憩 １５：２８ 

再 開 １５：３０ 

 委員会を再開いたします。 

○学校教育課長 

 まず、塾のコンテンツをホームページを見て学習をしなさいというのは、私たちのところに

入ってきておりませんので、その辺のことに関しては、ちょっとお答えできませんが、学校以

外のアプリをダウンロードすることは、学校としては禁止をしております。学校以外のところ

のコンテンツを使いまして学習するのも、現在のところ、教育委員会のほうでは許可はいたし

ておりません。 

○江口委員 

 今は禁止していて許可していないという状況かもしれませんけれど、そういったご相談があ

ったときに、それはきちんと検討していただけますか。 

○学校教育課長 

 その内容等もわかりませんので、まず学校のほうに相談をしていただきまして、それから審

議したいと思います。 

○江口委員 

 もう一点、その子どもがこれを使っていろんなものを見たりするとかいう弊害も指摘をされ

たりしています。そういったことをコントロールできるようなＭＤＭとか言われるソフトがあ

ったりするわけですが、そういったものは、これの中に導入されているのかどうか。そしてそ

の部分で、実際の使用状況が把握できるのかどうか、その点はいかがですか。 
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○学校教育課長 

 学習用タブレット端末の整備の際に、グーグルの管理するツールを導入し、アプリの検索や

アクセスの制限、一元的に管理等を行っていますが、本市が導入しているツールには使用時間

を制限するＭＤＭというものがございません。 

○江口委員 

 ＭＤＭがないのであれば、何らかの形で実態調査をしていただきたいと思うんです。それを

ランダムにするべきだと思うんですね。それぞれの子どもにいついつ検査するからと言ったら、

当然のことながら、その前後には変な使い方をしないのだと思うんだけれど、例えば、議員が

持っているアイパッドとかは、スクリーンタイムというのがあります。そしてその中で、何時

から何時までは使えないようにしたりすることもできます。またあと、どのぐらいの時間使っ

ているのか、何に使っているのかも見ることができます。そこの部分のチェックでしたら、例

えば教師であったりとか、ＩＣＴ支援員の方々がチェックすることは可能です。不定期でいい

ので、実際の子どもたちがどうやって使っているのか、それをチェックする形をつくっていた

だきたいと思うんです。それで、こんな時間、使ってだめだよというのをまず軽く言っていた

だいて、そういった形で、だめなんだねと、こんな時間、現実に子どもたちはこんな使い方し

ているんだというやつをつかむことをやっていただきたいと思います。ぜひそれを考えていた

だきたいと思いますが、いかがですか。 

○学校教育課長 

 学校側でもＧＩＧＡスクール構想によって１人１台端末が実現しまして、学びを止めないよ

うに進めているところですが、ネットトラブル等、またその時間の延長につきまして、かなり

慎重に児童生徒にお話をしております。また、このことはタブレット導入の前から、携帯電話

というもので使用モラル、ＳＮＳによるトラブル等、また長時間使うものではないということ

を、モラルにつきまして進めてきておりますので、それと同じ扱いになると思います。そこで

県教育委員会が、毎年、保護者と学ぶ児童生徒の規範意識の育成事業というのがございまして、

この規範意識につきまして、特にネットによる誹謗中傷やいじめ防止、ネットトラブルなどの

講演会を、各学校年間２回から３回行っております。まずそういうものから子どもたちに、自

分自身で自分を抑制できるような教育をしていくのが、まず学校としては大事かなと考えてお

りますので、いろんなもので制限するやり方もございますが、まずは子ども自身が成長してい

く上で、地道ですがこういう活動を進めながら子どもたちに伝えていきたいと考えております。 

○江口委員 

 携帯電話とかスマホに関しては各家庭の責任でやるんだけれど、このタブレットに関しては

教育委員会が、市の財政を使ってお渡しする分ですよね。それを使ったことで健康面に不安が

増加したとなったら、これはいかがなものかと思うわけです。なので、規範意識を育てるのも

そうなんだけれど、片一方でそれが守られているかどうかを確認する作業は、私はすべきだと

思います。毎日やれとか、それは無理ですよ。だけれども、時々、ここの１列持っておいでと

言って、それでスクリーンタイムというか、グーグルなのでちょっと違うと思うのだけれど、

そこの画面出してごらん、そして、よしよし、ちょっとここはだめだねとかいう、そういった

チェックをやるべきだと思うんです。検討されませんか。 

○学校教育課長 

 この検証の仕方、やり方も含めまして、検討してまいりたいと思います。 

○委員長 

 ほかに質疑はありませんか。 

（ な  し ） 

 本件については引き続き調査をしていくということで、本日はこの程度にとどめたいと思い

ます。 
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 お諮りいたします。案件に記載のとおり、執行部から１件について報告したい旨の申し出が

あっております。報告を受けることに、ご異議ありませんか。 

（ 異議なし ） 

ご異議なしと認めます。よって報告を受けることに決定いたしました。 

「飯塚市自宅待機買物困難世帯支援事業の支援対象者の拡充について」報告を求めます。 

○生活支援課長 

 「飯塚市自宅待機買物困難世帯支援事業の支援対象者の拡充について」ご報告させていただ

きます。本日の資料としまして、要綱の新旧対象表と改正後の要綱を提出させていただいてお

ります。この事業につきましては、新型コロナウイルス感染症に感染し、自宅待機を余儀なく

された世帯において、自宅待機期間中の買い物が困難となった世帯を対象に、生活を維持する

ための買い物に関する支援を、本年２月２２日より実施しているものですが、新型コロナウイ

ルスに感染された自宅待機者以外の支援を必要とされる世帯にも支援ができるように、要綱の

改正を行い支援対象者の拡充を行いました。 

今回、支援対象者の拡充を行った背景といたしましては、当初、この事業は自宅待機の陽性

患者の世帯への支援としておりましたが、支援希望者の相談を受ける中で自宅待機となられた

方以外の感染者の世帯にも買い物についての支援が必要な状況が生じていることがわかってま

いりました。要綱の規定上は自宅待機者の世帯への支援であることが明記されていたため、そ

れらの相談に対して、この制度での支援が行えませんでしたことから、要綱を改正したうえで

支援対象者を拡充したものでございます。 

 主な変更点について、新旧対照表にてご説明させていただきます。資料１枚目の要綱改正新

旧対照表をごらんください。この対照表は右半分が旧要綱で左半分が新要綱となっております。

まず、要綱のタイトルに旧要綱では「自宅待機」と明記しておりましたが、ここを「新型コロ

ナウイルス感染症」に改めております。次に、第１条の趣旨説明において旧要綱では自宅待機

者に係る買い物困難世帯への支援との表現をしておりましたが、自宅待機の文言を外すことで

新型コロナウイルス感染者全体の買い物困難世帯への支援となるように表現を改めております。

第２条に支援対象者を具体的に記載しておりますが、従来の自宅待機者に加えまして、「陽性

者が入院等に至った場合の自宅に残られた家族が高齢・障がい・未成年等で買い物が困難とな

り支援が必要になった場合」と「治療後の後遺症で自力での買い物が困難となった世帯」を対

象に含める改正を行っております。このことによって、これまで支援を行うことができません

でした自宅待機者以外の世帯への支援が可能となりましたことから、新型コロナウイルス感染

症に感染されたことにより買い物が困難になられた世帯への生活維持のための買い物支援を、

今回拡充しました対象者も含めまして、引き続き実施してまいります。以上のことをご報告さ

せていただきます。 

○委員長 

 報告が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（ 質疑なし ） 

 質疑を終結いたします。本件は報告事項でありますので、ご了承願います。以上をもちまし

て福祉文教委員会を閉会いたします。 


